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総 務 課 長   奥 田 秀 穂 
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○議長（鴛海政幸君）  おはようございます。 

 開会前ですが、議員各位にお知らせします。 

 本日、ケーブルテレビによる議会放送用の撮影を

行いますので、ご了承願います。 

 また、議長として一言お願いがございます。質問

は議員個人ではなく、住民全体を代表して行うもの

です。答弁は質問議員を通じて住民全体に答えるも

のでございます。簡潔な質問と簡潔な答弁で、住民

にわかるよう協力をお願いいたしたいと思います。

議会の品位を損なうような発言は控えてください。

よろしくお願いをいたします。 

○議長（鴛海政幸君） これより、本日の会議を開

きます。 
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 日程第１、一般質問を行います。 

 この際、申し上げます。再度ではございますが、

各議員の発言は、申し合わせの発言時間内において

お願いいたします。また、質問は通告に基づき行っ

てください。 

 なお、執行部は、質問通告にない事項及び聞き取

り時になかった事項について質問があった場合は、

議長にお知らせください。 

 一般質問通告表の順序により発言を許します。 

 １番近藤紀男君。 

○１番（近藤紀男君）  皆様、おはようございます。

通告に基づき一般質問を行います。 

 まず初めに、新型インフルエンザ対策についてお

尋ねをいたします。 

 新型インフルエンザ対策につきましては、昨年の

１２月、そして本年の６月議会と２回、質問をこれ

まで行ってまいりましたが、ここに至ってはその脅

威が身近に迫ってきたと思っております。６月議会

の際には、国内の新型インフルエンザ感染者は４５

７人でありましたが、以降、夏場にもかかわらず国

内での感染が拡大しており、８月２１日の厚生労働

省の発表によりますと、８月１６日までの１週間の

患者は推計１１万人に上り、また同じく８月２８日

の発表では、国内の患者数は年内に約２，５００万

人、人口の２０パーセントに達するとの推計罹患率

に基づく流行推計が発表されております。 

 また、大分県が９月２日に発表しました県内での

流行推計では、今回の流行で約３０万人が感染する

と予測されておりまして、この数値で言えば県民の

４人に１人の割合になります。さらには、県内での

流行のピークは１０月中旬から下旬とされておりま

して、流行時での１週間当たりの患者は最大５万８，

０００人と見込んでいるとのことが発表されており

ます。 

 しかしながら、こうした国や県が発表しておりま

す、この数値はあくまでも推計であり予測でありま

すので、過剰反応することも市民の不安を助長する

こともあってはならないと考えますが、急速に感染

が拡大している現状を踏まえ、市民の健康を守るた

めに行政としての不測の事態に備え、万全の体制を

整えておかなければならないと思っております。そ

の観点から４点質問をいたします。 

 県内の自治体でも新型インフルエンザの感染者が

発生してきておりますが、これまで本市での新型イ

ンフルエンザの感染者は発生しているのかどうか、

お尋ねをいたします。もし発生しておれば、年齢別

とその人数をお聞かせください。 

 ２点目でありますが、学校の新学期が始まってか

ら１０日余りが今日で経過をしておりますが、国内

感染が広がる中で各学校で新学期が始まれば、さら

なる感染拡大が懸念されております。本日の新聞報

道でも佐伯市での感染が確認されたとの新聞記事が

ありましたけれども、９月５日の新聞報道によりま

すと、すでに県内では大分市、由布市、豊後大野市、

別府市等の学校や幼稚園において、集団感染の疑い

で６校、１幼稚園が休校や休園もしくは学年・学級

閉鎖を決めているとの報道もなされております。 

 本市の学校や幼稚園、福祉施設等で新型インフル

エンザに対して、現在どのような対策、予防策を講

じられておられるのか、お尋ねをいたします。 

 次に、感染が拡大しています沖縄県では、救急病

院や大病院に患者が集中し、急患などへの影響が出

てきているとの報道がなされ、また子どもの重症例

も相次いで報告をされております。本市唯一の小児

科医が本年廃業しまして、幼児や児童・生徒への医

療体制が気がかりでなりません。子どもたちはもと

より、妊婦や基礎疾患のある方、一般市民が感染し

た際、医療機関の体制や整備、受入態勢はどのよう

に図られるのか、お尋ねをいたします。 

 最後の質問となりますが、県内での感染患者発生

のピークは、先程も述べましたが１０月中旬から下

旬とされております。また９月４日の厚生労働省の

発表によりますと、ワクチン接種の優先順位は患者

を診る医療従事者を最優先し、次に妊婦と基礎疾患

のある方、その次に１歳から就学前の幼児、そして

１歳未満の乳児の両親等の約１，９００万人とされ

ております。 

 今回の新型インフルエンザは、これまで言われて

おりますように、弱毒性でほとんどの人は軽症で済

むとされておりますが、国内外での感染患者の症例、

入院数や重症化率、死亡率が高い妊婦や年代を問わ

ず、持病のある方等を優先するとされております。

また、低所得者等に対するワクチンの接種料金の公

費補助も検討されているとお聞きしております。 

 具体的な指示は、今後国や県からあろうと思いま

すが、感染者発生のピークも押し迫ってきている中

で、不安に思っている市民も少なくないと考えます。

現時点、判明しているワクチンの接種時期、実施方

法等をお尋ねをいたします。 

 次に、教職員の超過勤務についてであります。 
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 昨日、本会議の冒頭、市長より提案理由の説明の

中で、県並びに国による学力テストの結果が、いず

れも全国平均を上回るとともに、全体的にも昨年を

上回る結果であったとのご報告がありました。受験

する生徒は毎年入れ替わる中で、県下でもトップク

ラスの成績を維持していくのは、並大抵のことでで

きるものではないと思いますし、関係各位のご尽力

に敬意を表する次第であります。 

 一方、社会環境が大きく変革する中で、子どもた

ちの価値観や考え方が多様化し、ご承知のとおりい

じめや不登校、引きこもりなど、さまざまな課題が

浮き彫りになってきております。子どもたちのニー

ズに教職員はしっかりこたえていかねばなりません。

子どもたちの心をなるべく豊かに引き出していくコ

ミュニケーションをどのようにつくっていくかが大

切であると思っています。 

 しかしながら、近年の教育現場では、多忙化の中

で子どもたちと真に向き合える時間をつくることさ

え困難な状況にあると思っております。昨年６月議

会で教育長の所信をお尋ねする中で、教職員の超過

勤務の問題についてただしてまいりましたが、今日

の常態化しております業務の多忙化、超過勤務の実

態、教職員の健康不安など、現在の教育現場の実態

を踏まえ質問をいたします。 

 まず冒頭でありますが、教育長にお尋ねしたいと

思います。現在の学校現場における多忙化について、

どのような見解をお持ちなのか、お尋ねをいたしま

す。 

 次に、教職員の超過勤務の実態についてでありま

す。２００６年７月、４０年ぶりに文部科学省が実

施しました全国の小中学校を対象とした教員勤務実

態調査によりますと、土日を含む１日当たりの残業

時間は平均で約２時間、１月当たりでは平均３４時

間との調査結果が発表されております。 

 そこで、お尋ねをいたします。市教委として各教

職員の超過勤務の把握はどのような形で行っている

のか。昨年１年間の超過勤務の１日平均時間は何時

間であったのか、お尋ねをいたします。 

 ２点目としまして、公立の義務教育諸学校等の教

職員の給与等に関する特別措置法では、教員に超過

勤務を命じることができるのは、職員会議、生徒の

実習、学校行事、緊急事態の４項目に限られるとさ

れておりますが、超過勤務はどのような形、指示、

命令で行われているのか、お尋ねをいたします。 

 最後の質問になりますが、職員の健康管理につい

てであります。２００５年の文科省の調査によりま

すと、全国の公立小中高の学校で、うつ病などの精

神疾患で休職した人は４，１７８人と、１０年前調

査の約３倍となっております。この原因につきまし

ては、主に多忙化による過重労働と精神的ストレス

とされております。また２００６年、労働科学研究

所が実施しました教職員の健康調査によりますと、

健康状態に不調を訴える教員の比率は、全職業平均

の約３倍に上るとされております。 

 昨年、２００８年４月でありますが、改正労働安

全衛生法が改正されまして、長時間労働者への医師

による面接指導が完全実施となっております。長時

間労働に伴う健康障がいの増加に対処するため、各

事業者は週４０時間を超える労働が１月当たり１０

０時間を超える時は、労働者の申し出を受けて医師

による面接指導を行わなければならないこととなっ

ております。 

 そこで、質問でありますが、３点お尋ねをいたし

ます。職員の健康管理について、労働安全衛生法上

の対応はどのように図られているのか。２点目とし

まして、年次有給休暇の昨年１人当たりの取得日数

は何日か。最後に、本市における教職員の疾病によ

る休職は、合併後と比較しまして、現在ではどの程

度の休職者がおられるのか、お尋ねをいたします。 

 以上で、１回の質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  近藤議員の新型インフルエ

ンザ対策についてのご質問に、私のほうからお答え

いたします。 

 全国でも新型インフルエンザの拡大が報じられて

おりまして、死亡者も出たことから、多くの市民の

方々が心配されておられることと思います。市では

４月２８日に新型インフルエンザ対策本部を設置し

てから、休日を含む相談窓口の設置、ケーブルテレ

ビやチラシ等で新型インフルエンザに対する対策等

を講じてまいりました。 

 その後、ウイルスの病原体が弱毒性であると判断

されたことに加え、感染者の増加に伴い、その対応

は大きく変化されたところでございます。６月１８

日までは、発熱などの病状であった場合に、保健所

等での発熱相談センターに電話相談したあと、指定

された医療機関を受診し、疑似上の患者は入院する

ことになっておりました。７月１日以降は、患者が

かかりつけのお医者さん等への電話連絡をした後に、

直接医療機関に受診するように変更されました。そ
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してまた７月２４日の感染情報施行規則の改正によ

りまして、医療機関は新型インフルエンザの発症例

全報告から、集団発生への報告と変更されました。

さらに８月２５日、同施行規則の再度の改正により

まして、新型インフルエンザが季節性インフルエン

ザかを確定するＰＣＲ検査についても、原則として

行わず病原体定点医療機関におけるＰＣＲ検査のみ

実施することになり、医師からの届け出も不要となっ

た次第でございます。 

 そのため、現在では新型インフルエンザ患者の正

確な患者数は把握できておりませんが、最近での定

点医療機関報告数から、大流行の兆しが出ていると

考えられているところでございます。 

 しかしながら、大分県では８月３１日から９月５

日までの週における定点医療機関からの報告により

ますと、県全体で２．７２と前の週よりも若干減少

しております。北部保健所管内におきましては１以

下となっておりまして、県内では少ないほうであり

ますが、対策には万全を期し、感染拡大を未然に防

ぐよう対応してまいります。 

 議員ご質問の中で学校施設等の予防策でございま

すが、小中学校については児童・生徒に対し、うが

い・手洗いの励行とあわせて発熱・せき・のどの痛

みの有無などを聞く健康観察を継続して、感染をい

ち早く察知することに努め、発生の状況に応じて学

級閉鎖等も措置を行うようにしております。また、

来庁者に対しましては、消毒液を設置することによっ

て、感染予防についての対応をとっているところで

ございます。 

 次に、医療機関の整備、受入態勢のご質問でござ

いますけれども、県内では感染拡大を見据えて、県

は新たな対応について検討しており、市といたしま

しても急激なる患者の増加に対応し、患者が１箇所

に集中することがないよう、休日当番医療機関の増

加体制につきまして、豊後高田市医師会のほうへお

願いをいたしているところでございます。 

 今後も県及び医療機関との連携を密にする中で、

大流行に備えてまいりたいと考えております。 

 その他の質問におきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いします。 

○議長（鴛海政幸君）  教育長河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  近藤議員の教職員の超過

勤務についてのご質問にお答えいたします。 

 大分県教育委員会が求める教師像は、「使命感にあ

ふれ豊かな人間性をもつ教師、専門的知識を持ち実

践的指導力のある教師、柔軟性を備えたくましく生

きる教師」ということであります。このような教師

になる源というのは、まず健康であるということだ

と考えております。 

 しかしながら、ここ数年多忙化が問題となってお

りまして、議員ご指摘のように、うつ病や強い不安

に襲われるパニック障がいといった心の病気で休職

する教職員が増えておるのも事実でございます。当

市ではほとんどいないものの決して油断はできない

状況にあると、そういうふうに考えておるところで

あります。 

 児童・生徒との接し方やモンスターペアレントに

代表される保護者との関係での悩み、さらに学習指

導や生徒指導、生活指導の複雑化やさまざまな活動

などの要因が考えられます。 

 本市の教育の現状につきましても、学力面でも体

力面でも多くの成果を上げており、生活指導面ある

いはそういう面でも児童・生徒が落ち着いて日々の

学校生活を送っておるところであります。これは管

理職を始めとする全教職員の昼夜を分かたず児童・

生徒の指導に当たっておる結果と考えており、その

中で教師力もついたものと思っておるところであり

ます。 

 先程述べましたように、まず健康が第１であり、

教職員の日々の勤務状況及び状態を充分把握し、元

気で活力のある職場づくりに努めるよう、校長会や

教頭会あるいは各種研究会、研修会などで、しっか

りと指導をしておるところであります。 

 また、勤務の実態でありますが、先程議員ご指摘

のように、学校長が教職員に超過勤務を命じられる

のは４項目に限るとされておりますけれども、しか

しながら教材研究や部活指導等で、自主的に学校で

仕事をしている実態があるのも事実でございます。 

 昨年度、抽出校での１週間の勤務状況の調査では、

週当たり１人９時間４２分でありました。これは２

校の抽出であり、時期も１２月中旬といった忙しい

時期でもありましたので、学校及び時期の忙しさと

いうのは違いますけれども、１人平均月３０時間程

度の超過勤務が恒常的に行われていると考えておる

ところであります。 

 また、有給休暇の取得は１人平均年８．８日であ

り、精神的疾患で休んでいる教職員は、現在市内教

職員３０２名おりますけれども、平均１８年度が４

名、そして現在は２名でございます。 

 また、教育委員会では先月、学校職員総括安全衛
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生委員会を開催し、教職員の定期健康診断や人間

ドックの受診状況、県が実施しております教職員ス

トレス診断システムの利用、長時間労働者への医師

による面接指導制度の活用等について協議を行いま

して、教職員の健康管理体制の充実を図ったところ

であります。 

 また、校長会を通して超過勤務の縮減を図るよう

指導するとともに、毎週水曜日をノー残業デーとし

て位置づけ、その実行を図っているところでありま

す。 

 さらに、各学校でも校長を学校安全衛生管理者、

教頭を健康管理指導員、校長が選任した教職員を衛

生推進者として、校内の労働安全衛生管理体制を整

えておりまして、教職員の心身両面にわたる健康観

察を行っております。 

 特に、超過勤務が月１００時間を超え疲労の蓄積

が見られる教職員や校長の日常観察で疲労があると

思われる教職員に対しましては、産業医の先生に面

接指導を行う体制も整えておるところであります。 

 今後につきましても、超過勤務の縮減に取り組み、

市内の学校から休職者を出さず、健康で活力ある学

校づくりに努力する所存でありますので、何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  近藤議員

の新型インフルエンザ対策のワクチン接種について

お答えします。 

 先般、国がワクチンの生産量を今年度は１，８０

０万本程度可能で不足分は輸入すること、接種を行

う優先順位として、「医療従事者、妊婦及び基礎疾患

を持つ方、１歳から６歳までの幼児、１歳未満の乳

児の両親とする」という報道がありましたので、県

に問い合わせましたところ、県も国から予防接種に

ついての詳細な情報もないとのことで、接種時期や

実施方法などの詳細については、現時点ではわかり

かねる状況であります。 

 ただ、９月８日に都道府県の担当者を集めまして、

接種方法などの説明を行ったと新聞報道がでており

ましたが、県が１４日に市町村担当者を集めて内容

説明のための会議を開くとの通知をもらっていると

ころでございます。 

 ワクチン接種についての情報が明らかになった時

点で、早期に市民の皆様にお知らせするため、告知

放送、チラシ、ケーブルテレビなどを通じ情報提供

してまいりたいと考えております。 

 市内で発生しているのかというご質問でございま

すが、インフルエンザＡ型の感染者については、数

名の感染者が出ているという情報がありましたが、

単発の発症例で集団での感染疑い事例があったりす

る場合に検査するＰＣＲ検査を実施していないため、

新型インフルエンザか季節性インフルエンザかとい

う厳密な判断がついていないのが現状であります。

また、今回の新型インフルエンザは抗ウイルス薬が

有効であり、早期に適切な対応をとることにより、

軽快していく方がほとんどと言われております。 

 いずれにいたしましても、感染の防止には個人個

人の対策が肝要であります。引き続き市民の皆様へ

基本的な予防策としてのうがい・手洗いの励行、不

要不急の外出を控える、せきが出る場合はマスクを

するなどの感染予防策について、チラシ、ケーブル

テレビなどいろいろな手段を通じまして、感染予防

の徹底を図っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  １番近藤紀男君。 

○１番（近藤紀男君）  それでは、再質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まずは、インフルエンザ対策でありますが、いま、

豊後高田市での発生があったのかどうなのか、季節

性か新型インフルエンザかはっきりしないというご

答弁をいただきまして、そのとおりだろうというふ

うに思いますけれども、今後もしやっぱり新型と判

明した場合の対応でありますけれども、やっぱり市

民の皆様に私はお知らせする義務があるんじゃない

かなというふうに思います。事実は事実として伝え

なければならないと思いますし、これは今後のこと

でありますが、仮に市内で感染者、Ａ型と思われる

というか確定した場合、それからまた集団発生が発

生した場合、ケーブルテレビ、先程ご答弁でありま

したけれども、何らかの方法でやっぱり市民にお知

らせをし、一層の予防策の注意、喚起を講じるべき

ではないかと思いますが、この点について１点お尋

ねをしたいと思います。 

 次に、教員の超過勤務の問題でありますが、教育

長のほうから詳しいご説明をいただきまして、多忙

化についてでありますが、例えば私が聞き取り調査

によりますと、各学校では各種調査表が教職員自身

が記入をし提出をする。その調査表が余りにも多い

という声をほとんどの学校で耳にしております。さ

らには、こういった状況の中で児童・生徒ともっと
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向き合う時間が欲しい、教材研究の時間が足りない

など、多くの意見も耳にしております。 

 その調査表の中で、やっぱり学校教育なりそういっ

た形の改善につながらないものも一部見られるとい

うことも耳にしておりますし、こうした調査表は年

間どの程度あるのか。過去１年間における実数であ

りますが、県教委、市教委と区分けしてその数をお

尋ねしたいと思います。この調査表がやっぱり多忙

化の一つとなっているんではないかと私も思ってお

りますので、このことをお尋ねをいたします。 

 超過勤務の実態についてでありますけれども、抽

出による平均時間、先程教育長からご答弁をいただ

きまして、ほぼ全国平均と同じだろうというふうに

私も思っております。しかしながら、抽出によるデー

タでは、あとの質問、健康管理にもかかわってきま

すだけに、これで把握、管理ができているのかと少

し疑問に思っております。ノー残業デーを設けてい

るとのことでありましたが、この日はほとんどの職

員が超過勤務をせずに帰っているのか、その実態と

恒常的に超過勤務をせざるを得ない、また持ち帰り

仕事をせざるを得ない要因について、どのようなお

考えであるのか、お尋ねをしたいと思います。 

 以上で、２回目の質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  近藤議員

の再質問にお答えいたします。 

 先程言われました拡大防止ということにつきまし

ては、大変肝要でございまして、発表につきまして

はどの程度発表するかということにつきましては、

協議をしながら対応をしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君）  教育庁学校教育課長早田義

司郎君。 

○教育庁学校教育課長（早田義司郎君）  近藤議員

の再質問にお答えいたします。 

 まず、調査ものの件でありますが、国及び県そし

て市からの区分けという部分がありますが、ちょっ

とその部分は難しいわけですが、合わせて平成２０

年度分ですが約７０件ほどありました。そのうち管

理職が記載するのが１５件、そして事務職員が処理

するものが２０件、残りの３５件が教諭が処理する

ものであります。 

 しかしながら、教諭１人が３５件を処理するとい

うわけではありませんで、校務分掌で分担されてお

り、自分の分担の部分を処理すると、そういう状況

であります。そのあと、管理職にその調査ものを提

出をいたしまして、管理職がチェックをして教育委

員会に提出と、そういう流れになっております。 

 それから、超過勤務の要因ですが、いま、議員が

おっしゃられたように、確かに通知文や調査ものが

増えているのも確かであります。先程教育長が申し

ましたように、児童・生徒それから保護者の多様化

に伴う対応の多さというものも考えられるわけであ

ります。 

 また、学力、体力それから心の教育等に、社会の

要請にこたえようと必死に頑張っている教職員の姿

等も見受けられるわけであります。教育というかけ

がえのない仕事に奉職しておるということから、前

向きに多くの取り組みをしているという現状があり

ます。 

 それから、ノー残業デーの実施を呼びかけてはお

るんですが、なかなかそれができていない現状にあ

ります。こちらとしては、やはり週１回でも休養を

とってもらいたいという意味で、この実施を今後強

力に進めていきたいと、そういうふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  １番近藤紀男君。 

○１番（近藤紀男君）  最後の質問となりますが、

要望として述べさせていただきます。 

 まずは、インフルエンザ対策についてであります。

現在、市内の内科医院では、一般的な夏風邪の患者

を相まって、現在問い合わせ等の電話でかなり混乱

を来していると、私も実は伺っております。とりわ

け、幼児や児童・生徒の保護者、また妊婦や先程来

言われておりますように基礎疾患を抱えた患者、高

齢者の方々など、不安に思っている方もかなりおら

れるというふうに思います。 

 今後、市内で感染がどの程度広がっていくのか全

く予測がつかないだけに、対策本部、関係各位のご

苦労も大変だろうと思いますけれども、市民の健康

を守るための充分な対策を講じていただきますこと

を要望いたします。 

 次に、教職員の超過勤務についてであります。こ

の点も最後、要望として述べさせていただきます。 

 本日のご答弁をお聞きしまして、私のいままで聞

き取り調査をした部分と比較しまして、現場教職員

のやはり思いと市教委が把握している、考えている
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点にかなり隔たりがあるなというふうにも少しは感

じているところがあります。今後、超過勤務の把握

を含め、教育現場の実情をしっかり検証していただ

き、子どもたちともっと触れ合う、向き合える時間

の確保にぜひともご尽力をいただきたいというふう

に思っております。 

 ご覧になられたとは思いますが、昨日の大分合同

新聞に、実は県議会一般質問の要旨が掲載をされて

おりました。その中で、平岩県議の教育現場が抱え

る課題をどう考えるかの質問に対して、林 浩昭県

教育委員長の答弁を概略紹介をさせていただきます

と、「昔と比べて社会や家庭の状況が変化をし、特別

な支援が必要な子どもも増えている。教員が子ども

と向き合う時間を確保するのは極めて重要である。

文書の簡素化やモデル事業の見直し、仕事の進め方

等を見直すハンドブックの配布などで、負担軽減に

努めている」との記事でありました。 

 多忙化による影響を一番受けるのは、教職員のみ

ならず児童・生徒であると思っております。子ども

たちの学力向上には、教職員自身による教材研究が

最も大切であると考えております。ゆとりある学校

現場の環境づくりに一層のご尽力を要望しまして、

私の質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  一般質問を続けます。 

 ５番山田秀夫君。 

○５番（山田秀夫君）  ５番山田秀夫でございます。

通告に基づき、一般質問を行います。 

 まず、肺炎球菌ワクチンの予防接種の公費助成に

ついてお尋ねをいたします。 

 肺炎は現在、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患に

次いで日本人の死因の第４位で、９万４，９４２人

であるとともに、その９５パーセントを６５歳以上

の高齢者が占めております。 

 肺炎の原因の２５パーセントから３５パーセント

を占めているのが肺炎球菌であります。日本では一

般生活者の肺炎予防に対する認識が極めて低い状態

にあります。高齢者のインフルエンザと肺炎に関す

る意識調査によりますと、高齢者や家族の７６パー

セントが肺炎は高齢者にとって怖い病気と感じてい

るにもかかわらず、肺炎は予防できることを知って

いたのは、わずか１８パーセントにすぎないのが現

状であります。 

 今年の秋に新型Ｈ１Ｎ１も含めてインフルエンザ

の大流行が懸念されており、またインフルエンザ死

亡例の多くは肺炎を併発しております。新型インフ

ルエンザ対策の一環として、予防ワクチンの接種対

象者は６５歳以上の方、心臓や呼吸器に慢性疾患の

ある方、腎不全や肝機能障がいのある方、糖尿病の

方、脾臓摘出など脾臓機能の不全のある方に対して、

肺炎球菌ワクチンを奨励しております。肺炎による

死亡数をこのワクチンによって３分の１以上防げる

可能性があるとされております。新型インフルエン

ザで肺炎を併発した症例の起炎菌を調べたところ、

約３割が肺炎球菌だったというデータがあります。 

 肺炎球菌ワクチンの予防接種に公費助成をする自

治体も徐々に増えており、７月末現在、１２９自治

体が助成をしております。ワクチンの医療費抑制効

果が浸透しつつあるようであります。 

 本市においても、ぜひ高齢者が安心して暮らせる

豊後高田をつくるためにも、市民への周知対策と公

費助成を行ってほしいと思いますが、市長のお考え

をお尋ねいたします。 

 次に、生活習慣病予防の健診審査の状況とその対

策についてお尋ねをいたします。 

 生活習慣病予防の健康診査は、高齢者の医療の確

保に関する法律に定められたもの以外については、

健康増進法の規定による健康増進事業として、市町

村が実施することとされております。日本人におけ

る３大疾病は、現在、がん、心疾患、脳血管疾患と

言われております。また、高血圧、糖尿病、中性脂

肪やＨＤＬコレステロールの脂質の異常などの生活

習慣病で医療機関を受診する人が、年々増加してい

るのが現状であります。 

 生活習慣病の原因はさまざまな要因が重なり合っ

ている場合がほとんどですが、飽食や運動不足にな

りがちな現代において、肥満が大きな要因の一つと

して問題視されております。特に、内臓の周りの脂

肪がたまる内臓脂肪型肥満は、メタボリックシンド

ロームの原因となり危険性な脂肪であります。中年

以降の男性や閉経後の女性に多く見られることがわ

かり、２００８年４月からメタボの早期に予防改善

するための健康診断、特定健診検査がスタートいた

しております。４０歳から７４歳を対象にした２０

０８年度のメタボ健診の受診率は、全国平均で２５

パーセント以下にとどまっていることが、集計で明

らかになりました。国が掲げる２０１２年度までの

目標は６５パーセントであります。２００８年度は

初年度ということで、市町村の取り組みが遅れてい

る実態や、実施状況に格差があることが浮き彫りに

されております。 
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 特定健診は腹囲や血圧、血糖値などから心筋梗塞

などのリスクが高いメタボリック症候群を早期に発

見し、保健指導で医療費を減らすねらいで始まりま

した。周知不足などから受診率が伸びなかったと見

られます。受診率が低いと、後期高齢者医療制度へ

の支援金増額などの罰則が科せられる可能性もあり、

今後、自治体の多くは実施体制の強化など、受診率

に向けた対策が大きな課題となっておりますが、本

市の状況とその対策についてお尋ねをいたします。 

 次に、厚生労働省の多重債務相談事業の本市の取

り組みについてお尋ねをいたします。 

 国民健康保険料の滞納を減らすための市町村が多

重債務者を手助けし、消費者金融などのグレーゾー

ン金利で払った過払い金を取り戻して保険料に充て

る。こうした厚生労働省のモデル事業が効果を上げ

ております。厚労省は、全国の市町村に広げる方針

であります。複数の借金をかかえる多重債務者は、

生活に困窮し保険料や税金、水道料、公営住宅家賃

等を納められなくなっているケースが多いのであり

ます。 

 一方で、民事上、支払う必要のない過払い金を貸

金業者に払っていることも少なくありません。事業

の仕組みに市町村が窓口で滞納者の相談に乗り、過

払いのある可能性があれば弁護士につなぎ、弁護士

が貸金業者に返還の請求をいたします。回収ができ

たお金から、滞納者が弁護士費用を支払い、自分の

意思で保険料や税を納めます。 

 ２００７年６月から、千葉県、岐阜県、愛知県、

島根県の２１市町村で実施をしております。厚労省

の２００８年１０月末のまとめでは、相談に訪れた

計６７１人の内から、過払い金がありそうだったの

が、約４割に当たる２６７人で、返還された過払い

金は３億７，０００万円で、そのうち４，５００万

円が保険料として納付に充てられております。事業

費は相談員となった弁護士２９１人への手当１９０

万円だけでした。 

 愛知県豊橋市は、納付を促す催告書に多重債務相

談を実施していますという市民へのチラシを添えて

呼びかけております。丁寧に仕組みを説明すると、

滞納者の２７人の内１６人が過払い金を取り戻し、

保険料の計６２０万円を納めております。また、１，

０００万円を取り戻した人もいたそうであります。 

 多重債務者は、市民税ほかその他の税金も滞納し

ているケースが目立つため、過払い金はいずれの滞

納分に充てるかは、生活設計も考えながら、弁護士

と相談して決められております。 

 本市としても、いままで以上に困って独りで悩ん

でいる市民に、一日でも早くこのような方法を用い

て、少しでも相談窓口を拡充してはと考えますが、

本市の状況とその取り組みについてお尋ねをいたし

ます。 

 次に、本市の公園の運用についてお尋ねをいたし

ます。 

 第３回臨時会で提案されました公園整備に１，５

００万円が計上されております。公園内に設置の老

朽化した遊具の更新等であります。対象は、新町、

中ノ島、来縄、白石となっておりますが、その地域

の実情をかんがみ、おのおのの地域に合った公園づ

くりを考えるべきだと思います。 

 大阪府は子ども向けの遊具の代わりに、高齢者の

運動用に平均台や鉄棒などを設置する公園が増えて

おります。ボランティアを講師に迎え、運動教室な

どを開いて、介護予防のための体力維持を目標とし

ております。運動は４種類あります。転倒やふらつ

きを予防する運動や肩こりを軽減する運動など、高

齢者が取り組みやすく、運動機能の維持につながる

ものを中心としております。面倒がらずに習慣づけ

してもらえるように、負荷が小さな運動ばかりを用

意して、小学校と同じような地域に常にある存在と

して定着をいたしております。 

 また、その地域での住民によるグラウンドワーク

の手法で公園が生まれ変わった例もございます。盛

岡市の西松園町は、町内に荒れた公園整備の要望を

受けた市がグラウンドワークを活用した行政と地域

住民、企業がパートナーシップを組んで、コーディ

ネーターの支援を受けながら公園整備を行っており

ます。町内会の役員は、先進地を視察しながら理解

を深め実行委員会を組織し、ワークショップを１０

回以上開き、公園のイメージをつくり上げておりま

す。構想が固まると地元企業に協力を求め、ベンチ

などを調達、住民ができることは自ら手掛け、約１

年かけて自分たちが公園を完成させております。現

在、公園のシンボルとなっている花壇の水やりや剪

定なども、近隣住民らが定期的に取り組んでおりま

す。町民からは、通りかかると花を見たくなる。と

きどき園児が散歩に訪れ賑やかになったと言います。

委員長は、自分たちの手掛けた公園だからこそ、１

０年も維持管理が続けられる。また、地域住民の連

帯感が生まれたことが一番の成果だと話しておりま

す。公園整備がコミュニティ形成に果たしている役
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割は大きいものだと思いますが、見解を求めます。 

 次に、学校の全面禁煙の本市の状況とその対策に

ついてお尋ねをいたします。 

 学校における健康教育の中に、喫煙防止教育にお

いて使用される学習方法とその防止教育の評価を

行っております。日本の青少年の喫煙経験率は、小

学校高学年以降急増すると言われております。まず、

喫煙経験率は、男子では小学校６年生で２０パーセ

ントから、中学校３年生では４５パーセント、女子

では、小学校６年生で１４パーセント、高校２年生

までに３６パーセントと急増しております。このこ

とから、小学校の段階から喫煙防止教育が必要であ

ることがわかります。その教える側の教師も、せめ

て学校内での全面禁煙にして、真摯に児童と生徒に

向き合ってほしいと思います。公共の場の禁煙が進

む中、全国の公立小中学校、高校の少なくとも約２

万４，０００校が敷地内を全面禁煙していることが、

小児科医グループの調べでわかっております。全国

３万６，０００校の約６６パーセントに当たります。

２００５年の文科省調査と比べても約２０パーセン

トの伸びを示しております。子どもをたばこから遠

ざけるよう教職員の意識が高まっていると言えます。 

 しかし、都道府県ごとの実施率にばらつきが見ら

れます。学校内の受動喫煙防止対策は３種類ありま

す。一つ目は、敷地内全面禁煙、二つ目は、建物内

に限って禁煙、三つ目は、建物内に禁煙場所を設置

し、分煙を講じるであります。全国的には秋田県、

茨城県、福井県、静岡県、滋賀県、和歌山県の６県

が１００パーセントを達成しております。大分県で

は５３パーセントであります。本市では、現状どの

ようになっているのか。また、今後どのような対策

を立てておられるのか、教育長にお尋ねして、１回

目の質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  山田議員のご質問の中で、

本市の公園運用についての取り組みについてのご質

問にお答えをいたします。 

 公園の整備につきましては、昨年度よりまちづく

り交付金を活用しまして、中央公園の整備と、今年

度、地域活性化経済対策臨時交付金を活用しまして

公園改修を計画しているところでございます。 

 ご質問のありました地域の実情に合った子ども向

けから高齢者までの、また、住民参加型の公園整備

につきましても、私も同じ考えであります。 

 今回、全面改修を行う中央公園の中で総合的に計

画をしていきたいと考えているところでございます。

中央公園は、市の中心部に位置し、子どもたちの活

動の拠点に、子どもにとって魅力ある遊んでみたい

公園を目指しております。子どもゾーンといたしま

して、幼児から小学生を対象にした大型遊具等の配

置を行う遊具広場、それと、広大な芝生広場を中心

とする子どもスポーツ広場の整備を行います。子ど

もスポーツ広場につきましては、現在のソフトボー

ル場に代わる広場であります。現在、ソフトボール

場の利用状況は、土日の利用が主でありまして、バッ

クネットや防球フェンス等によって閉鎖されており、

利用状況は決してよいとは言えません。見通しのよ

い明るい公園整備をとの声を受け、子どもたちがい

つでも自由に利用でき、また、お父さんやお母さん

が子どもを連れて行きたくなるような公園整備を目

標としております。 

 基本的に子ども向けの公園整備でありますけれど

も、一方で、議員ご提案の高齢者も利用しやすい公

園であることも必要であると考えております。高齢

者向けの運動施設につきましては、公園内でウォー

キングが楽しめるような周回園路の整備をするとと

もに、それに距離表示等の設置を行います。また、

その周辺に健康遊具等を配置して、高齢者の健康増

進の用途も備えた公園整備をしたいと、そういうふ

うに考えているところでございます。 

 また、グラウンドワークを利用した市民参加によ

る公園づくりでありますけれども、公園の入り口や

ステージ横に市民花壇をつくりまして、市民参加に

よる季節感あふれる公園づくりを行いたいと考えて

おります。 

 次に、今年度、地域活性化経済対策臨時交付金で

実施します公園整備でありますけれども、主に対象

公園内に設置している老朽化した遊具の更新や使用

されてない遊具の撤去、ベンチの取り替え等を予定

しているところでございます。しかしながら、平均

台とか鉄棒、背伸ばしベンチなどの健康遊具につき

ましても、可能な限り設置をしたいと、そういうふ

うに考えております。 

 そしてまた、今後、市内の他の公園におきまして

も、議員がご提案のとおりに、すべてが児童公園で

ある必要はないと思っております。そういう面で、

高齢者向けの公園整備もみんなで検討してみて、そ

して、地域の実情に合った整備計画をしていくと、

そういうことが地域に密着した公園づくりだと、私

もそう思います。これからぜひそういうふうにした
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いと思います。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鴛海政幸君）  教育長河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  山田議員の学校の禁煙対

策のご質問にお答えいたします。 

 本市の受動喫煙防止対策は、現在市内の小中学校

で建物内に限って全面禁煙の措置をとっています。

この措置は、児童・生徒への健康教育及び副流煙に

よる受動喫煙等の問題から、児童・生徒の目に触れ

ない建物外の喫煙場所を確保するものであります。

しかしながら、学校によっては、児童・生徒の目に

触れる場所が喫煙コーナーとなっている実態もあり、

たばこの害の健康教育を推進する立場の教師が、教

育の場で喫煙している現実に矛盾を感じているとこ

ろであります。 

 ただ、たばこは嗜好品であるため、難しい課題も

ありますが、先日、学校職員総括安全衛生委員会を

開催し、喫煙の問題、状況について論議をいたしま

した。やめようと思っているがやめられないといっ

た喫煙者からの声や、たばこの煙を吸っただけで咳

き込むといったさまざまな意見も出されました。他

市の学校で勤務していた際、敷地内禁煙に取り組ん

だ事例も報告をされました。それは、敷地内禁煙を

確実に、そしてスムーズに行うため、学校医を招い

てのたばこの害の講演会やＰＴＡとの話し合いを通

して、長いスパンで学校での禁煙について、教職員、

保護者、そして地域の人たちに理解を求めていった

という実践の取り組みでありました。 

 本市教育委員会といたしましては、児童・生徒の

健康教育という視点及び喫煙者、禁煙者双方の健康

維持に立った学習会や話し合いを重ねながら、敷地

内禁煙に向け取り組んでいきたいと考えております

ので、何とぞご理解をお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  山田議員

の肺炎球菌ワクチンの公費助成についてお答えしま

す。 

 肺炎は現在日本人の死因の第４位であり、平成１

８年の統計によると県内で１，２４４人の方が肺炎

によりお亡くなりになっています。そのうち、６５

歳以上の高齢者は、１，２１１人で、肺炎で亡くなっ

た方の約９７パーセントを占めている状況です。肺

炎の原因となる菌はいろいろとありますが、そのう

ちの一つが、議員ご指摘のように肺炎球菌です。肺

炎球菌ワクチンは、高齢者の肺炎を起こす原因とな

る病原体の中で最も頻度の高い肺炎球菌という細菌

をねらった予防ワクチンで、すべての肺炎に有効と

いうことではありませんが、肺炎になっても軽症で

済むとは言われております。１回接種することで５

年間ぐらいの免疫を獲得することができますが、再

接種した場合は、強い副反応が出ることもあるため

注意が必要と言われています。 

 肺炎球菌ワクチンの接種は、使用実績等が少なく、

患者数やワクチン接種の有効性、安全性についての

調査も充分ではないと聞いています。肺炎球菌ワク

チンに公費助成をしている自治体もあると聞いてい

ますので、調査研究してまいりたいと思いますので、

ご理解のほどよろしくお願いします。 

 なお、市報等で肺炎予防策について周知等を図っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  保険年金課長南松豊久君。 

○保険年金課長（南松豊久君）  生活習慣病対策に

ついてお答えします。 

 平成２０年４月から、高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定に基づき、各保険者は、特定健康審査

及び特定保健指導を実施することが義務づけられま

した。この健診は糖尿病等の生活習慣病の該当者や

予備群の人を早期に発見し、病気の進行や悪化を食

い止めることを目的としています。 

 近年、生活習慣の変化等により、糖尿病等の生活

習慣病の有病者や予備群が増加しており、それを原

因とする死亡は全体の３分の１にも上ると推計され

ています。生活習慣病を予防するための特定健診を

行うことは、糖尿病や内臓脂肪症候群の該当者や予

備群の人を早期に発見することにつながります。こ

の特定健診は国が示す基準に即して各保険者ごとに

実施計画を定め、平成２４年度の目標値に向け実施

することになります。 

 ご指摘のように、平成２４年度における目標値へ

の達成状況により、保険者から拠出する後期高齢者

医療制度への支援金額について加算または減算の措

置がとられることになります。本市の平成２０年度

の健診の実施状況ですが、受診率については４５．

１パーセントとなっています。平成２１年度の受診

目標値は５０パーセントとなっていますので、受診

率向上のため、昨年に引き続き市報やケーブルテレ
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ビを活用した広報活動を行い、また、平日の時間に

受診することが困難な方への対応として、夕焼け健

診や休日での健診に取り組んでいます。 

 なお、本年度は医療機関での健診を、大分県厚生

連健康管理センターと宇佐高田地域成人病検診セン

ターにお願いしていますが、今後、豊後高田医師会

にも協力をお願いし、掛りつけの医療機関でも受診

できるよう、受診率の向上に向け取り組んでいきた

いと考えています。 

 さらに本年度、市民の健康保持推進を図ることを

目的として、各自治会ごとに健康推進員を設置する

ことに取り組み、現在、真玉地区、香々地地区を対

象に７６名の方に委嘱したところでございます。今

後、高田地区においても、健康推進員を設置してい

くよう計画しているところでございます。この健康

推進員の皆様方にも、地区内の方に対して健診の受

診についての声かけをお願いし、受診率の向上に向

け努力していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  市民課長橋本和明君。 

○市民課長（橋本和明君）  厚生労働省の多重債務

事業の本市の取り組みについてお答えします。 

 現在、我が国の消費者金融の利用者は１，０００

万人を超え、そのうち５社以上の消費者金融などか

らお金を借りている多重債務者は約２３０万人に及

ぶと見られています。こうした多重債務に陥った債

務者を早期に債務整理に導く必要がありますが、我

が国では、多重債務者の数に比べて相談窓口の数が

充分とは言えない状態にあります。そのため、自治

体の相談窓口における役割は極めて重要であると言

われております。本市の相談体制につきましては、

市民課相談係の職員と７月から配置をしています消

費生活相談員が相談室にて対応を行っています。 

 今年度の８月末までに受けた相談は、多重債務相

談が３件、消費生活相談が１０件、苦情相談が３６

件でございます。特に多重債務相談、消費生活相談

につきましては、個人情報保護の下に必要に応じて

弁護士会、司法書士会、法テラス大分等の公的団体

組織との連携をとりながら、できるだけ早い段階で

解決の糸口が見つかるように迅速に取り組んでいる

ところでございます。今後も多重債務者が独りで悩

みを抱えず、気軽に相談できるよう市報等を通じて

呼びかけていきたいと考えています。 

 厚生労働省がモデル事業として行った多重債務で

国民健康保険料等を払えなくなった人を対象に貸金

業者からの利子の過払い金を回収し、国保料・税等

の滞納分の支払いに充てる多重債務相談事業につき

ましては、東京都ほか４県の２２市町村が参加をし

て事業効果を上げていますので、本市といたしまし

ても、今後の国、県の方針等を充分に把握をして対

応を考えてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  ５番山田秀夫君。 

○５番（山田秀夫君）  それでは、再質問というよ

りはちょっと要望して終わりたいと思います。 

 まず、多重債務者の件ですけれども、何か相談し

にくいって、だれに相談すればいいのかわからない

等の理由から、なかなか表面化しにくいものであり

ます。特に、市においては、税務課とか水道課等の

徴収担当課は税金が払えないなど、生活に困窮して

いる市民と接している場合がたくさんございます。

市の相談窓口に行くように説得をしていただきたい

というふうに思いますし、それに向けて、担当課と

相談窓口がすべての情報を共有する方法をお願いし

たいなというふうに思います。そのためには、相談

窓口における対応の充実が必要となります。相談窓

口の対応としては、多重債務に陥った事情を丁寧に

聴取し、考えられる解決法の選択肢、例えば、任意

整理、特定調停、個人再生、自己破産等を検討、助

言し、必要に応じて専門機関に紹介、誘導していた

だきたいなというふうに要望いたします。 

 もう一件は、学校の禁煙の部分ですが、いま教育

長が答弁いただきましたけども、当市は、建物内の

全面禁煙、理想は敷地内の全面禁煙が理想ですが、

それに向けた取り組みの期間中は、ぜひ児童・生徒

の目に触れない、建物外の場所がない学校では、逆

に建物内に全く目のつかない場所で喫煙をしていた

だくように考えるべきだと思います。児童・生徒に

とりまして教師は規範であります。教師がたばこを

吸う姿を見せないことで、吸わせない教育につなが

ると思います。児童・生徒は、喫煙から、いま問題

になっています大麻や覚醒剤へと移行していく可能

性が多いようであります。まず喫煙防止を強く要望

して一般質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  一般質問を続けます。 

 ３番安達 隆君。 

○３番（安達 隆君）  皆さんおはようございます。

３番議席の安達でございます。 

 若宮八幡大祭についてと奨学金の問題について質
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問いたします。 

 毎年恒例の若宮八幡大祭が１０月の３０日から１

１月１日にかけて行われることとなりました。質問

の前に若宮八幡の由来について若干述べていきたい

と思います。県文化財保護審議会委員の入江英親先

生の説によると、西暦７１８年旧高田町御玉錦田に

あったあら玉、これは掘り出された玉ということで

すね、を玉の湯で洗い、ご神体として祠を建て、天

照大神の主に三神を奉斎したものであり、西暦８５

２年に我を奉斎すべしとの若宮八幡大神のご託宣が

あり、その奏上によって朝廷では２名のものを宇佐

宮の造営師として差し遣わし、社を建立したとあり

ます。川渡しの由来は、もちろん下宮が建立されて

からでありますが、その時期はわかっていませんが、

かなり古くから行われていたと思われます。わかり

やすく言えば、昔は、旧暦の１０月１３日から１５

日までの３日間の行事でありまして、いまでいえば、

非常に寒い時期でありました。若宮様が川を渡って

宮町の下宮にご神幸され、みこしがつくと、ご神体

を遷座、引き続き下宮の裏にある管領所から宇佐神

宮のご神霊をご勧請するものであり、向かって左の

座に宇佐八幡、右の座に若宮八幡が鎮座されること

となります。もちろんお賽銭箱は二つありまして、

左は宇佐八幡、右は若宮八幡ということになってお

ります。そういった中で、親子の対面ということを

されるわけです。 

 みこしの担ぎ手は昔から陸は来縄の若衆、川は高

田全域の若衆となっております。そうした中で、川

組のことを主体に質問します。 

 昔は寒い日が多く、川組はみこしを陸組に渡すと、

一目散に走って宮町の銭湯に駆け込んだものでした

が、その宮町の銭湯がなくなってから、風呂にも入

らず帰っていると聞いています。せめて川渡しの一

定時間は花いろを開放すべきと思いますが、答弁を

願います。また、現在、桂川は部分的にヘドロがた

まっている所が多く、場所によっては膝まで浸かる

ぐらいある所があるそうですが、祭り前の川の清掃

ぐらいはすべきではありませんか。 

 そして、奨学金についてお尋ねします。 

 本市においては、豊後高田市奨学資金制度があり、

特に高校生に対しては、申請者の内、学業、人材と

もに優秀でありながら、経済的理由により就学困難

な生徒に対して資金を支援し、有用な人材を育成す

ることを目的とし、高田中学校、そして、高田高校

の校長先生を含めた奨学生選考委員会にて決定され

ます。今年の５月７日に開催された豊後高田市奨学

生選考委員会において、ほとんどの委員から１ヶ月

３，０００円の奨学金では少な過ぎるのではないか、

せめて５，０００円ぐらいにすべきではないかとの

意見が出されました。 

 さきの６月議会で私は、この非常に厳しい経済状

況の中で、高校生に向けた奨学金を増額すべきでは

ないかと質問し、教育長は前向きに検討していきた

いと答弁されましたが、その進捗状況はどうなって

いるのかお伺いします。 

 以上で１回目の質問。 

○議長（鴛海政幸君）  教育長河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  安達議員の奨学金につき

ましてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご指摘のように、本年度第２回定例会での議

員のご質問に、次年度の高校生の奨学金につきまし

ては関係機関と協議をし検討していくとお答えをし

たところであります。その後、鋭意県内各市の奨学

金制度につきまして調査を行ってきたところであり

ます。今後は関係機関から意見を聞きながら、前向

きに検討を進めてまいりたいと考えています。具体

的には、議員ご質問の高校生への奨学金につきまし

ては増額いたします。金額につきましては、現段階

では決まっておりませんが、他市の状況も踏まえ、

時代に即した奨学金制度となるよう検討していきた

いと考えておりますので、何とぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  若宮八幡大社に関

するご質問についてお答えいたします。 

 改めて申し上げるまでもございませんけれども、

若宮八幡裸祭りにつきましては、みこしの川渡し行

事というのがこの祭りの中心でございます。川組の

皆さんには冷たい水の中、伝統行事継承のため、祭

りの盛り上げのため、毎年ご活躍いただいていると

ころでございます。議員ご指摘のとおり、宮町に銭

湯がある時代には、川組の皆さんはみこしを担いだ

あと銭湯に入って着替えをしておりました。宮町ま

での長い距離を寒さに震えながらでも、沿線の観客

に激励されると誇らしく嬉しかったという当時の川

組関係者の思い出をお聞きいたしておるところでご

ざいます。銭湯がなくなりましたあと、平成１２年

には、当時の川組の関係者とご協議申し上げまして、

花いろが整備される前の川原温泉を開放し、市役所

の前からマイクロバスで送迎をしたところでござい
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ます。 

 しかしながら、平成１３年には、花いろがオープ

ンの前で利用できる場所がなかったために、仮設の

風呂、それからシャワー、こういったものを設置し

てはどうかということで関係者の皆さんと協議をし

てまいった経過がございます。 

 しかしながら、経費の問題などでそれが実現でき

ませんで、市役所を着替え場所に利用するというこ

とで、当時その利用をいたしました。花いろがオー

プンしました年にも、また関係者の皆さんと協議を

したところでございますけれども、最終的には、川

組の皆さんの意向は、花いろの開放よりも早く着替

えをしたいということが優先したようでございまし

て、引き続き、市役所を着替えの場所として提供し

てほしいという要望をいただいたところでございま

す。 

 これを受けまして、市役所１階のホールや、それ

から、廊下にシートを敷きまして、ストーブ、それ

から、温かい汁、こういったものを準備するなどを

してご活用いただいて、現在まで続いておるところ

でございます。 

 その後、特に川組保存会の皆さんから、花いろ開

放のご要望はいただいておりませんけれども、この

機会にまたご相談いたしまして、もちろん花いろの

営業の問題という問題もございますので、ご要望が

あれば、改めてまた調整をさせていただきたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

 それから、先程の川の清掃の件でございますけれ

ども、確かにこれも定かではございませんけれども、

もうすでに２０年以上前から玉津側につきましては、

みこしが下りる坂の下の部分、それから、高田側に

つきましては、やはりみこしが上り下りする坂の少

し手前の内側の部分、こういったところに柔らかい

土砂、ヘドロと思われますけれども、そういったも

のがたまり易く、みこしの皆さんには足をとられる

状態が続いているようであります。 

 ご質問の川の中のこの土砂の清掃、土砂の撤去と

いうものにつきましては、また法的な問題、それか

ら、工事的な問題があるように聞いておりますので、

また川組の保存会の皆さんにもお聞きいたしまして、

関係課と協議した上で、管理は県のほうでございま

すので、県の皆さんと相談してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  ３番安達 隆君。 

○３番（安達 隆君）  いま観光課長が述べられた

ように、県の管理するところであるし、川組と観光

課長よく相談して、県も交えて前向きになるように

いってもらいたいと思います。 

 それから、奨学金については、教育長本人も非常

に前向きで立派な答弁ありがとうございました。 

 これで、私、質問終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  一般質問を続けます。 

 ８番河野徳久君。 

○８番（河野徳久君）  ８番、松友クラブの河野徳

久です。一般質問をします。 

 質問に入る前に、本年も小学６年生と中学２年生

に実施した県基礎・基本の定着状況調査において、

郡市別に見ると、豊後高田市、宇佐市と速見郡がす

べての科目で全国平均を上回ったと大分合同新聞に

て報道されておりました。当事者の児童・生徒の皆

さんはもちろんのこと、先生を始め、関係者の方々

に敬意を表し質問に入ります。 

 初めに、教育問題であります。本市の全国学力テ

ストの結果と内容の分析について質問します。 

 新聞記事によりますと、大分県の平均正答率では、

基礎的知識を見るＡ問題の小学校６年生の算数を除

いた他の全分野で全国平均を下回りました。小学６

年生、中学３年生の全国順位はそれぞれ４０位で、

ともに３７位だった昨年より下がっています。そこ

で、本市の児童・生徒の各教科における具体的な正

答率や全国での位置、さらにはその結果の内容につ

いて具体的にお尋ねします。 

 次に、今後の取り組みについて質問します。８月

２５日の大分合同新聞の一面トップ記事は、「全国一

斉見直し学力テスト縮小、民主が方針」とあり、私

は驚いてしまいました。平成１９年に始まり、わず

か３年足らずのことだからです。３年前の記事を見

ますと、文部科学省は子どもの学力低下への懸念を

受けて４３年ぶりに実施、また、小学校６年生と中

学３年生の２３３万人余りがテストに臨んだとあり

ます。そして、調査の目的は、まず第１に、国が全

国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の

観点から、各地域における児童・生徒の学力や学習

状況をきめ細かく把握、分析することにより、教育

及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図

る。二つ目に、各教育委員会、学校等が全国的な状

況との関係において、みずからの教育及び教育施策

の成果と課題を把握し、その改善を図るとともに、

そのような取り組みを通じて、教育に関する継続的
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な検証、改善サイクルを確立する。各学校が、各児

童・生徒の学力や学習状況を把握し、児童・生徒へ

の教育指導や学習状況の改善に役立てるとあります。

まさに、いまの児童・生徒の教育に必要なことだと

思います。 

 私は、この学力テストは、まだまだ継続をして実

施すべきだという立場であり、見直す時期ではない

と考えます。かねがね私は教育は変わらなくてはな

らないもの、変わってはならない不易なものがある

と言ってきました。この１０年間で本市の学力は大

分県下で５年連続１番になりました。今後もぜひ文

部科学省の方針を取り入れながら、本市独自の施策

を継続し、教育のまち豊後高田市の躍進をお願いす

るものであります。今後の取り組みについて、教育

委員会独自の施策や各学校の学力向上に向けての対

策等についてお尋ねします。 

 新聞記事によりますと、平成２０年度の全国学力

テストにおける公立小学校６年生の結果について追

加調査した文科省の専門家会議は、保護者の年収が

高い世帯ほど子どもの学力が高いと調査結果を報告

しました。公教育をめぐる低所得者の支援が改めて

課題となりそうだと結んでいます。特に、知識の活

用と算数Ｂの平均正答率は差が最も大きかったとあ

ります。本市での結果について、答えられる範囲で

お聞かせ願いたいと思います。 

 次に、向学心がありながら進学を断念せざるを得

ない生徒への支援として、行政が仲立ちしての篤志

家による奨学金制度について、本市ではどのように

なっているのかをお尋ねします。 

 最後に本市の学力の向上に学びの２１世紀塾の果

たした功績は大であると思います。予算書を見ます

と１,０００万円弱であります。充実のための予算増

額を検討する考えはないのかをお聞きします。 

 ２番目に図書館整備についてお尋ねいたします。 

今日、私たちは高度な情報化社会の中で最新の情報

を知ることにより的確な行動や複雑化する社会で豊

かに生きるための知性が求められています。豊富な

機能を有し、生涯学習の拠点となる図書館の整備は

大変重要なことと思います。市民一人一人が、いつ

でも希望する図書を借りること、情報を得ることの

体制を構築し、また学校図書館と連携し、子どもの

読書活動を進める上で極めて大事なことと思います。 

 永松市長におかれましては、４期目の公約の中で

も、特に大きな柱として図書館の建設を位置づけて

おられたのでしょう。本年４月５日の決意表明の中

で、力強く図書館の建設を述べられました。私ども

議会は、請願等において任期中にできないものは、

できるだけ控えるようにいたしております。行革に

取り組んでいるさなか、図書館建設について一抹の

不安を私は感じましたが、市民にお約束をした以上、

この４年間に新図書館が完成するであろうと私は

思っております。建設する場所、規模、完成時期、

また財源についてお尋ねします。 

 最後に、新型インフルエンザ対策の公の施設での

予防整備についてお聞きします。 

 新型インフルエンザは、これから大流行するであ

ろうと騒がれております。その予防については、う

がいと手洗いにて対応とあります。現状ではワクチ

ンの生産が追いつかず、元気で働ける人々にはワク

チン接種の順番が回ってこないようです。公共施設

での感染を最小に抑えるためのうがい、手洗い等を

行うことができる態勢が万全であるのかをお聞きし

ます。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  河野議員のご質問の中の図

書館の整備に関するご質問に、私のほうからお答え

いたします。 

 市立図書館の整備につきましては、新市合併後の

基本方針に基づく建設計画の中で、生涯学習の最重

点施設として整備するとされておりますので、これ

は早期に建設に向けて取り組まなければならないも

のであります。 

 ご案内のように、現在本市は「昭和の町」と「教

育のまち」と二つの顔を有しております。過疎化、

少子化という大きな社会的事象が偏在化する中で、

子どもの成育過程における教育という課題は、新聞

報道等で学力を始めいろんな角度から頻繁に特集記

事が組まれておりますように、少子化の時代にこそ、

特化され高い関心度が顕在しているものと思われま

す。 

 本市の一つの顔であります「教育のまち」は、ちょ

うど８年目を迎えることになります。母体となりま

す学びの２１世紀塾はさらに進化を続け、ますます

その評価は全国に広まりつつあります。私の今期の

施政推進の重点施策の一つに、「未来を拓く人材の育

成」を掲げております。換言すれば、教育のまちづ

くりでございます。 

 この教育のまちづくりに関する推進項目の中に、

放課後等の学習の場の提供を謳っております。これ
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は学校での授業を終え、放課後に児童・生徒たちが

宿題や自主学習を進めようとするのも、校外にその

ための適当な場所は極めて少ないことは周知のとお

りでございます。放課後、子どもたちが自主学習を

思い立てば、真っ先に足が運ばれる先は図書館でな

ければなりません。 

 私は、そういう面では現在の市立図書館は小規模

で、学習目的のための利用数は限られております。

特に、夏休み等の長期休暇中には、学習目的で来館

する児童・生徒数はさらに増加するために、隣の中

央公民館の空き室を提供しているところでございま

す。 

 このような状況から、市立図書館の建設は満を持

していると言えますが、図書館建設まで当面の放課

後学習の場を確保する上で、勤労者青少年ホームに

今月７日に、「学びの２１世紀塾」寺子屋昭和館を開

塾したところでございます。これにより、また一つ

新たな学習の場が広がったわけでございますが、逆

に本題であります市立図書館の未来ある人材育成に

果たすべき役割の一端が、改めて具現化されてきた

ものと思慮いたします。 

 平成２０年の中央教育審議会による知能循環型社

会に係る答申の中で、「図書館は社会教育施設の中で

も利用度が高く、いわば地域の知の拠点であり、質・

量両面における充実が図られるべき」と提唱されて

おります。 

 このことから、今後は図書館の建設に当たっては、

図書館を基軸とした知の地域づくりが求められる時

代に移行していくものと考えられます。地域の歴史

や文化並びに芸術を大切にする気風と、それを育む

環境づくりが質の高い教育へつながり、人材養成の

質も高まるものと期待されるわけでございます。 

 大きな夢と期待に膨らむ新図書館の建設につきま

しては、今期の私の選挙公約でもあります。財源と

なるものは、合併したおかげさまで合併特例債とい

うものがございます。これを有効に活用して、私の

任期中に実現をさせたいと考えております。 

 この新図書館の建設につきましては、今後基本計

画案を構築するための委員会を設置し、その中で多

くの方々のご意見を賜り、また先進地の取り組みに

ついても調査を行い、図書館が提供し得るすべての

機能を研究し、未来ある教育のまちにふさわしい図

書館の建設を進めてまいりたいと考えております。 

 また、設置場所につきましては、生涯学習の拠点

でございますので、利便性を考慮しなければなりま

せん。また、市の庁舎も老朽化して改修がしがたい

ために、早急に検討する必要もございます。さらに、

将来的なものですが、市民の人々が切望しておりま

す総合文化施設の建設なども考えていかなければな

らないと思っております。 

 このようなことから、図書館の建設は庁舎の跡地

利用等を含めたもので検討していく必要がございま

す。また、今後庁舎問題、そしてまた各施設の配置

や土地の利用について、全体的かつ慎重に検討して

いくため、議員の皆さん方を中心とした協議会など

も設置してまいりたいと考えておるところでござい

ます。皆さん方のご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  教育長河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  河野徳久議員の全国学力・

学習状況調査についてのご質問にお答えいたします。 

 今回で３回目となります全国学力・学習状況調査

が４月２１日、小学６年生、中学３年生を対象に国

語と算数及び数学で実施されました。先日、その結

果が各学校に届くとともに、新聞紙上にも公表され

ました。また、市の教育委員会のホームページでも、

８ページにわたって公表したところでございます。 

 本市の結果は、小６で算数の知識や国語の知識活

用で、全国平均正答率を３から５ポイント上回りま

した。特に、算数では数量や図形の知識、理解、国

語では言語についての知識、理解、技能がすぐれて

いました。また、中３では国語、数学とも全国平均

正答率を３から６ポイント上回りました。特に、国

語では書く能力、読む能力にすぐれ、数学では数学

的な表現や処理、数量や図形の知識、理解が高い値

を示しています。 

 市の平均は、全国の平均を上回り、全国４位に位

置する結果でありました。 

 しかしながら、応用力に課題がありまして、今後

は基礎・基本をもととした考え方、表現、処理の向

上に努めてまいりたいと考えています。 

 このような結果は、学びの２１世紀塾を始め、小

中学校が多くの指定研を受けていること、授業力の

向上のための教職員研修を行っていること、習熟度

別授業等を取り入れた指導方法の工夫改善を行って

いること、補助教員の配置、放課後の個別指導等、

豊後高田市独自の取り組みの成果だと考えておりま
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す。 

 今後、全国学力・学習状況調査が万一廃止されて

も、引き続き県及び市の独自学力テストは継続し充

実させたいと考えています。そして、先程議員ご指

摘の学力の結果と保護者の年収に相関関係があり、

特に応用力に差が著しいのではないかという報道に

つきましては、本市独自の調査はしておりませんが、

そのようにならないためにも、豊後高田市が独自で

始めました学びの２１世紀塾の事業をさらに充実し

なければならないと考えております。 

 そのような視点からも、２学期からは勤労青少年

ホーム２階を利用して、小学４年生から６年生を対

象に「学びの２１世紀塾」寺子屋昭和館を開塾し、

小学生の放課後学習を始めたところでございます。

おかげで学びの２１世紀事業では、多くの学習講座、

たくさんの体験活動を実施しておりまして、現在で

は予算の範囲内で児童・生徒の教材を始め講師の充

実に向けた取り組みができまして、これは他市にな

い市独自の支援体制の賜だと考えており、心から感

謝をしておるところでございます。 

 今後とも豊後高田市が、子育てしやすく充実した

教育が受けられる教育のまちづくりを推進してまい

りますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 次に、奨学金制度につきましてお答えいたします。 

 現在、市といたしましては豊後高田市奨学金条例

に基づき、奨学金を贈与及び貸与いたしております。

安達議員のご質問に先程お答えいたしましたように、

次年度は高校生の贈与金額を引き上げるということ

にしておるところでございます。また、議員ご指摘

の篤志家による奨学金制度につきましては、現況を

調査し関係機関と充分協議を行ってまいりたいと考

えておりますので、何とぞご理解をよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  新型イン

フルエンザ対策についてお答えします。 

 新型インフルエンザに対する公共施設内の整備で

ありますが、国内で最初の患者発生を受けて、５月

下旬より各庁舎入り口や出先機関に手指消毒薬を設

置いたしております。今後につきましては、消毒薬

に加えマスク、体温計を各庁舎、公民館等、公共施

設内に配備いたします。そして、風邪をひいてせき

をしておられる来庁者の方などにはマスクを配布す

るなど、感染拡大防止についてのご協力をお願いし

たいと思っております。 

 さらに、市の施設ではない保育園や幼稚園、社会

福祉施設などにも、消毒薬の設置についての協力を

仰いでまいりたいと考えております。 

 さらに、感染予防のための注意喚起のチラシなど

も早急に作成し、各家庭に配布することで個人や家

庭での感染防止についての意識を高めていただくよ

う、お願いしたいと思います。 

 報道によりますと、現在流行しているインフルエ

ンザの約９割が新型インフルエンザと言われており、

今後感染の広がりは避けられないものと思われます

ので、手指消毒薬、サージカルマスク、電子体温計

などを追加購入し、不測の事態に備えてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  ８番河野徳久君。 

○８番（河野徳久君）  再質問をしたいと思います。 

 まず、教育問題についてであります。 

 この教育問題につきましては、大分県議会でも大

変議論が交わされております。小矢教育長は、国の

動向にかかわらず県が独自に実施している学力テス

トを中心に、これまでの取り組みを充実させていく

とし、今後も県内の学力実態の把握に努めていくと

答弁いたしております。 

 豊後高田市におきましては、私はこの１０年来、

基礎・基本の定着をお願いしてまいりました。そし

て、県基礎・基本調査において常にトップにおる豊

後高田市になったわけであります。 

 しかしながら、所得の格差による応用知識につい

ては、教育長のほうから調べていないというお答え

でありました。基礎・基本について全国平均を３な

いし５ポイントオーバーしているということは、大

変嬉しい限りであります。大分県の教育委員会は、

全国４０位である大分県の学力を九州一に近い将来

持っていくと豪語いたしております。それが実現し

ますと、豊後高田市が九州一になる可能性もあるわ

けですが、私はそこまでは望みませんけど、子ども

たちの学力の向上、そして知識を備えた子どもたち

を成長させていかれることを教育委員会にお願いい

たしたいと思います。 

 それから、公共施設内のインフルエンザに対する

手洗い等の整備でありますが、課長からご答弁いた

だきましたけど、私も数箇所の公共施設を見て回り

ました。手洗いについては、それなりの整備がされ

ておりましたが、うがい等はどのような考え方で整
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備がされていると言われているのか、再質問をいた

したいと思います。 

 再質問はこの手洗いだけで結構ですけれども、教

育委員会のほうで先程私が申しましたことに対して

ご答弁いただけるなら、幸いと思っております。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  河野徳久

議員の再質問で、公共施設内のうがい等の整備でご

ざいますが、現在、公共施設のトイレ等にうがいと

か手洗いのやり方、そういったものを張り紙等をし

ながら、来庁されて来られる方、あるいは職員等、

そういうものも持ちながら徹底をして感染の防止に

努めてまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鴛海政幸君）  教育庁学校教育課長早田義

司郎君。 

○教育庁学校教育課長（早田義司郎君）  河野徳久

議員の再質問にお答えいたします。 

 確かに、結果を見ますと応用力、ここに課題があ

るんではないかという結果でありまして、これにつ

きましては授業の進め方においても、そういう応用

力がつくような課題を出したりと、そういうような

工夫もしております。 

 また、理科、社会で実験観察をした際の観察レポー

トを書かせたりとか、社会科で調査、研究に行った

時のそれを調べ、そして発表させる。そういうこと

をする中で応用力をつけていきたいと、そういうふ

うに考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  ８番河野徳久君。 

○８番（河野徳久君）  ３回目の質問ではあります

けど、もう取りやめたいと思います。公共施設内の

うがいと手洗いの整備についてですけど、どうも私

の質問と課長の答弁がかみ合わないところが感じら

れますので、これで終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  しばらく休憩いたします。

再開は午後１時からいたしたいと思います。 

     午前１１時５１分 休憩 

     午後 １時００分 再開 

○議長（鴛海政幸君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続けます。 

 ７番中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君）  ７番の中山田健晴であり

ます。一般質問を行います。 

 昨年９月、リーマンショックを起源に、世界大不

況が発生しました。あれからはや１年が経とうとし

ております。先の情報では、経済も底を打ったとい

うような報道がされてましたが、つい直近の報道で

７月は史上最悪の失業率になるんじゃなかろうかと、

また経済も随分下方修正をしなくちゃならないんじゃ

なかろうかと。 

 そういった中で、また我が国におきましては政権

交代がなされ、今後混沌とした中で市政運営に携わっ

ていかなければならないと思います。二元代表制の

一人の議員として、今後どのように対応していくの

か。また、市長としてどういった考えがあるのか、

まず所信からお尋ねいたします。 

 先日、衆議院におきまして予想もつかぬ大差で民

主党が圧勝しました。これだけの大差をだれが予測

できたか。この結果については、お互いにその結果

を真摯に受けとめ、今後の動向を見守っていかなけ

ればなりません。いずれにしても、半世紀続きまし

た自民党政権から民主党政権への政権交代が現実の

ものとなりました。今後は新政権の下、新たな政権

運営がなされる。そういった中で、選挙中のマニフェ

ストに掲げられた施策がどのように実行されていく

のか、注視していかなければなりません。 

 また、多くのメディアを通じ、いろいろな方がさ

まざまな情報を発信しています。今後、地方自治、

とりわけ我々のような財政基盤の脆弱な過疎の自治

体に、この政権交代がどのような影響をもたらすの

か、慎重に見守る必要があると考えます。 

 特に、私ども地方自治体の中におります本市市民、

自治に直接影響を及ぼす税の取り扱いについてであ

りますが、今後組み替え、あるいは予算の執行停止

等も考えられます。早急に情報を集められ、その分

析が必要かと考えられます。 

 さまざまな情報をかんがみますと、自治能力のあ

る大都市、つまり政令都市あるいは中核都市、また

特別行政区におかれましては、そう大した変りはな

い。逆に言えば、好影響が考えられるように思いま

す。逆に、本市のように財政基盤の脆弱な小さな自

治体においては、今後の動向が大変心配されており

ます。 

 地方分権、税配分の見直しなどの下に、地方交付

税及び各種補助金など、本市自治を今後左右するで

あろう税源の組み替えが考えられます。心配なのが、
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無駄の名の下に地方への税の実質的な減額でありま

す。もう一つ心配なのが、本年度末、平成２２年３

月末に期限切れを迎えます過疎自立支援特措法であ

ります。本市においてはなくてはならない支援施策

であり、その必要につきましては、皆さんご案内の

とおりであります。 

 新政権発足前であり情報も錯綜していると思いま

す。しかしながら、発表される情報によりますと、

予算の組み替えや執行停止など、地方自治にとりま

して影響の大きな施策変更が予想されます。いまま

での政権運営とは違った形の施策が打ち出されるの

ではないかと心配でなりません。 

 また、政権交代前でありまして、はっきりした方

向性施策は見えてまいりませんが、今後市民の生活

に大きく影響のある問題であり、執行部におかれま

しては速やかな情報収集及び情報分析が最重要課題

であると考えます。現時点における市長としての状

況判断及び今後の対応について見解を求めます。 

 次に、ケーブルテレビについてであります。 

 情報化社会の到来により、光ネットワークの重要

性が一段と認識される状況となりました。行政にお

いても産業分野においても、これからは情報収集能

力、情報収集速度、それぞれの分野で優劣が生じる

と言っても過言ではないと考えます。また、本市の

重要施策でもあります定住対策での大きなインフラ

整備でもあります。今後も地域づくり、人づくりと

多くの可能性を秘めたハードでもあります。 

 合併後の新市建設計画の中心ビジョンであります、

このハード整備が完了し供用開始されてから１年が

経過されました。執行部も充分な準備の下、状況を

注視しつつ供用開始したと推察します。また、市民

の方々にとりましても、初めての試みであり、また

経験でもあります。不案内の点が多々あったことと

思われます。 

 そこで１点目。供用開始以来１年が経過しました

が、この光ネットワーク運用に当たっての１年間の

総括についてその見解を求めます。 

 次に２番目に、市民からのいろいろな問題点の指

摘も生じていると聞いております。例えば、先日の

真玉地区での停電時における電話の不通問題、緊急

時の通報システム整備及びそのバックアップシステ

ム、またケーブルテレビの番組内容などなど、多く

のものが考えられますが、その問題点とその対応に

ついて見解を求めます。 

 ３番目に、まちづくり交付金事業についてお尋ね

します。ご案内のように、本事業は地域の総合的な

まちづくり計画に対する支援制度であります。現在、

当市で進めていますまち再生計画主要施策でありま

して、桂橋の架け替え、駐車場を含む中央公園整備、

ボンネットバスの活用、昭和の町活性化事業などな

ど、本市にとりましてはなくてはならぬ支援事業で

あります。 

 そこで、本事業の現況と今後政権交代によりまし

てこの事業に与える予想できる影響はどのようなも

のか。予算組替等が危惧されますが、どのように認

識されているのか。また、今後どのような対策をさ

れるのか見解を求めます。 

 次に、桂橋架替工事について質問いたします。 

 本事業は平成２０年度に事業開始され、完了が平

成２３年３月と聞いています。ご案内のように、橋

のワンスパンを昨年の５月に撤去し、工事が止まっ

たままになっています。工事再開は１１月と聞いて

います。市民の間では、５ヶ月間もそのままにして

おくのなら、慌ててするほどの必要はなかったので

はと、大変迷惑をしているとの声が聞かれます。こ

の件につきまして、担当課はどのように分析されて

いますか。 

 公共事業と民間事業との事業方法、工程、事業実

施における規制等、多々違いはあると理解はします

が、今後、工事遂行に当たり、市民の皆様にご理解

いただけるよう、工事日程、工事内容、その他工事

に係るさまざまな規制等、詳細な説明が必要と考え

ますが、その説明を求めます。 

 また、中央公園の整備事業も開始されます。当然

この事業につきましても、周りの方々にご協力を願

わなくてはなりません。お持ちの情報を住民の方に

充分お示しして、親切な説明を求め、協力をお願い

していただきたいと思いますが、見解を求めます。 

 次に、玉津商店街活性化に向け、担当課、関係機

関、地元商店街、地元市民を中心に、現在真剣な取

り組みがなされています。先日も地域の方々とのワー

キング会議が開催されたようです。この事業も大変

な困難を伴いますが、私ども議会といたしましても、

精いっぱいの後押しはしてまいる覚悟でございます。 

 しかしながら、事業の主役は地域の人々でありま

す。今後考えられます事業運営にいたしても、地域

の顔が見えてなくては、なかなか進んでまいりませ

ん。現時点での取り組みの進捗状況と地元とのコン

センサスについて説明を求めます。 

 次に、観光施策についてであります。 
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 サントリー文化賞受賞についてお尋ねします。豊

後高田昭和の町が、第３１回サントリー地域文化賞

を受賞しました。特に、まちづくり分野における受

賞は、過去３１回の中で初めてであるというふうに

私は聞いております。この文化賞受賞の経緯及びそ

の内容はどのようなものが評価されたのか、説明を

求めます。 

 いずれにいたしましても、世界のサントリー株式

会社の設立によります文化財団に、我が昭和の町が

まちづくりとして認められたということです。本市

にとりましても大変な名誉であり、今後の本市の活

力を引っ張っていく上でも重要なことであろうと思

います。 

 次に、運行が遅れていましたボンネットバスが、

いよいよ本年７月中旬より運行開始されました。ゆっ

たり走るバスを見ますと、なんとなくほっとするの

は私だけでしょうか。私も乗ってみました。昔の趣

のある大変涼しい、気持ちのいい乗り心地でありま

した。いよいよ季節も観光シーズンに向かいますが、

ボンネットバスの運行状況と今後の利用方法、今後

の点について見解を求めます。 

 次に、先程も述べましたが、昨年の経済危機以来、

多くの観光地が苦戦を強いられています。本市にお

きましても厳しかったのではないかと予想されます

が、昨年の観光客の動態調査はどうだったのか、ど

のように分析されるのか、また今年度の見込みにつ

いてどのように予測されるのか、説明を求めます。 

 次に、医療行政についてお尋ねします。 

 私は、かねてより本市で生活を送る上で大都市、

先程説明しました政令指定都市を中心とした大都市

と地方都市との決定的な格差があると考えておりま

す。それは私、機会あるごとに議論してまいりまし

たが、情報量の速さと差、速さと量、それと医療の

地域間格差だと言ってまいりました。 

 おかげをもちまして、光ネットが構築されまして

情報の部分は解消されましたが、医療の面で大きな

格差を感じます。特に救急医療、高度医療におきま

しては、それに対応できる病院が残念なことにあり

ません。いまは私立の高田中央病院に頼っておりま

すが、大都市に行きますと、つい先日、九大附属病

院が約１，１００億の予算をかけて今度完成された

と。我々考えますと、うらやましいな、健康を考え

るんだったら近くで住みたいなというような気がさ

れてなりません。特に、市長の提案理由説明の中で

ありましたが、産・学・官の三者連携で画像診断等々

含み医療連携をしていく。これは前回もおっしゃら

れましたが、その点について現在の進捗状況、どの

ようにとらえているのか説明をお願いいたします。 

 また、つい先日、長年ご苦労いただいた安田小児

科が、残念なことに閉院しました。私の子ども、最

近では孫も大変お世話になり、子どもたちが安心し

て育てる環境がありました。大変残念でなりません。

今後とも子どもを育てる中で、小児医療に大きな不

安が感じられます。早急な対応が必要ですが、見解

を求めます。また、安田医院さんには長年大変ご苦

労でありました。感謝を申し上げる次第でございま

す。 

 ２番目に予防医療についてであります。 

 私は一昨年の９月議会でも、この問題は提起して

まいりました。厚生省の将来推計データも出ており

ますが、特に我々団塊の世代の高齢化が進み、あと

５、６年すると我々も高齢者であります。高齢化率

の上昇が、医療費の上昇に正比例して大きくなるの

も事実じゃないでしょうか。この増大する医療費を

いかに抑制するか、今後、本市の医療行政の大きな

課題であります。 

 その中でも特に高齢者医療費の占める割合が大変

大きく、その削減こそが喫緊の課題であろうと考え

ます。平均寿命より健康寿命をいかに延ばすか、こ

の施策が大切だと思いますが、どのようにお考えで

すか、見解を求めます。 

 次に、新型インフルエンザの問題ですが、先程来

お二方ですか、一方ですか質問して重なる部分があ

りますんで、私が言いたいのは一つだけ。 

 現時点でもちろん何も決まっていない。ワクチン

の数も決まってない、接種法も決まってない、いつ

来るかもわからないというような中で充分理解でき

るんですが、私は子どもたち、この豊後高田市を将

来担っていく子どもたち、この人たちには、できれ

ば妊婦、乳幼児含めてワクチンの接種希望者には多

大なる援助をしてほしいなと考えております。これ

は上から決められるのでなく、我々豊後高田市が先

に手を挙げても、決しておかしい問題ではない。やっ

ぱり子どもを大事にしていく。豊後高田市の将来を

考えるんであれば、その辺は検討していただきたい

と思いますが、それについてはどのようにお考えが

あるか、質問いたします。 

 次に、防災対策についてであります。 

 昨日の市長の提案理由説明の中で、今年の本市に

おける災害状況が報告されました。多少の被害は発
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生しましたが、人的災害は起こらなかった。大変喜

ばしいことであります。 

 しかし、国内を見ますと数多くの災害が発生し、

多くの尊い人命が奪われました。特に、兵庫県佐用

町では、現在観測史上では到底考えられないような

雨量が降り、日頃慣れ親しんだ生活道路脇の側溝が

増水し、人々の命が失われました。ほかでも各地で

爆弾低気圧が発生し、異常な集中豪雨、また、突風

等さまざまな異常気象が各地で猛威を振るっていま

す。これらの教訓を活かし、充分に情報収集し、そ

の分析をする必要があります。いままでどおりの取

り扱いで、いままでどおりのハザードマップで充分

対応できるのか、その辺について見解を求めます。 

 次に、学校給食についてお伺いします。本年より

学校給食業務が民間委託されました。予算的には１，

７００万円の削減となります。開始以来半年が経過

しようとしています。調理現場の問題もいろいろあ

ると伺っております。子どもたちの健康にかかわる

事業でもありますので、充分に精査し、担当課とし

て現場の状況をどのように把握しているのかお尋ね

します。 

 次に、給食残さについて質問します。せっかく作っ

た給食も食べ残しがあっては意味がありません。ま

た、食育を考える内でも充分に食べていただきたい

と思います。しかしながら、現実はかなりの食べ残

しがあるとお聞きしています。その実態をどのよう

に把握しているのか見解を求めます。 

 最後に、地産地消の問題であります。地域の子ど

もたちが、自分たちの地域でいつ何がどのようにで

き、何を食べたらおいしいのか、野菜の旬は何か、

作り方はどうか、だれが作るのか、それぞれを勉強

するのも食育の一つであります。長年の懸案であり

ました食の中心をなします米飯が、私のお聞きした

ところでは昨年からだと聞いておりますが、地元の

米を使えるようになったというふうに聞いておりま

す。これは大変すばらしい変化であります。しかし、

その他の食材につきましては、必ずしも地産地消と

は言えません。本市においてどういった食材がどの

時期にどれくらいの量をとれるのか、今後農水とも

連携をとりながら、真剣に地産地消を考えるべきと

思いますが、その見解をお尋ねします。 

 終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  中山田議員の政治姿勢につ

いて、政権交代による地方への影響、このことにつ

いて私のほうからお答えをいたします。 

 まず、地方交付税についてでございますが、平成

２０年度決算におきまして、歳入歳出の歳入額の約

４５パーセントが、本市歳入の根幹をなす交付税で

あります。そういう面では、本市の財政基盤は地方

交付税制度に大きく依存しているというところでご

ざいます。このために、三位一体改革から始まった

国の、国、地方一体的な財政健全化の取り組みによ

りまして、地方交付税が大きく削減されたことで、

本市財政基盤の脆弱さを露呈いたしました。そうい

う面で、豊後高田市行政改革大綱及び実施計画を策

定いたしまして、現在まで行財政健全化の取り組み

を行ってまいりました。 

 その間、地方交付税につきましては、平成１９年

度の頑張る地方応援プログラム、平成２０年度の地

域再生対策費、平成２１年度の地域雇用創出推進費

の算入などの地方財政対策によりまして、徐々に増

加をしているところでございます。 

 一方、総務省より公表されました平成２２年度地

方財政収支の仮計算では、平成２２年度の地方交付

税は、平成２１年度に比べ０．４パーセントの増と

なっております。しかし、これは、国の平成２２年

度概算要求基準、経済財政改革の基本方針２００９

等を前提に作成したものであり、今般の政権交代に

より国の予算要求自体が見直されることから、先行

きについては全く不透明であります。 

 また、民主党のマニフェストでは、地域主権を確

立し、第一歩として地方の自主財源を大幅に増やし

ますとなっており、その具体策として、国から地方

へのひも付き補助金を廃し、基本的に地方が自由に

使える一括交付金として交付するとしております。 

 しかしながら、税源移譲の原資となる税が少ない、

人口面積等も小さい本市のような市において、例え

ば、先の小泉政権の時代のように、人口と面積と、

そういうもので積算されるといたしますと、大都市

は、配分はまた大幅に多くなると思いますけれども、

我々はどうなるかというのは非常に不安であります。 

 ましてや、本市は職員の頑張りもありますし、ま

た、職員のいろんな工夫によってまちづくり交付金

や元気な地域づくり交付金など、数多くの国庫補助

事業を活用して積極的に事業に取り組んでまいりま

した。この補助金の廃止により、いままでのような

事業取組ができなくなるのではないかと危惧をいた

しております。 

 また、数ヶ年にわたって継続しております国庫補



９月１０日 

 - 40 - 

助事業が廃止された場合は、残りの部分の事業費を

どうするかという問題も出てまいります。加えて、

現在予算計上しています経済危機対策関連の補助金

につきましても、国の今年度補正予算の一部執行停

止という報道もなされておることから、非常に大き

な不安を抱いているところでございます。 

 このような状況の中で、９月４日の大分県の市長

会におきまして、会長の釘宮大分市長からも、新政

権の財源問題のしわ寄せというものが、この地方自

治体に来るようでは地方自治体はやっていけないと、

受け入れがたいということで、市長会も早く声を挙

げるべきだという提案がされました。 

 今後は、議員ご指摘のように、早く情報を察知し、

いろんな形で新政権に対して、市長会として働きか

けを行っていかなければやっていけないんではない

かと、そう思っているところでございます。 

 次に、過疎地域自立促進特別措置法失効への対応

についてでございますが、過疎対策上の立法措置に

よる補助率の嵩上げや過疎対策事業債等の支援措置

は、私どものような自主財源の少ない団体にとって

は、人口の減少、高齢化に伴う、集落の維持、活性

化、交通基盤の整備、生活の安定の諸問題に対応す

るためには必要不可欠な制度であると考えておりま

す。平成２２年３月末をもって失効いたします過疎

地域自立促進特別措置法にかわる新たな過疎対策法

の制定につきましては、これまでも機会あるごとに

要望活動に取り組んでまいりました。本県におきま

しても、去る７月５日、これは本市の議長さんと副

議長さんにも出席していただきましたが、私が会長

を務めております大分県過疎地域自立促進協議会の

主催による新過疎法制定実現大分県総決起大会を開

催いたしました。そして、新たな過疎対策法の制定

を求める大会決議を行うとともに、県選出国会議員

９名を含む来賓の方々により、新たな過疎対策法の

制定に向けて積極的に取り組みを行う旨の挨拶が

あったところであります。 

 続く７月７日に全国市長会過疎関係都市連絡協議

会におきまして、新たな過疎対策法の制定に関する

要望書を採択し、総会終了後も、私も副会長として

自民、民主両党の衆参両議員の５名の方をお訪ねし

て要望活動を行ってまいりました。 

 これまでの過疎対策法は、自由民主党を中心とし

た議員立法として成立した経過はございますが、し

かしながら、これまでの要望活動の中では、各党派

とも新たな過疎対策法の必要性についてはご理解を

いただいており、政権が交代になっても影響は少な

いものと推測をしております。 

 今後、新政権の地方財政対策や過疎関係対策を注

視していくとともに、引き続き関係団体と連携をし

て、積極的な要望活動を行ってまいりたいと考えて

いるところでございます。議員各位におかれまして

も、何とぞご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 次に、医療の地域間格差の認識についてお答えを

いたします。 

 市民の皆さんが安心して生活していく上で医療体

制の整備は必要不可欠なものでございます。平成２

１年３月３１日現在、市内には三つの病院と１９の

診療所があり、さまざまな症例に対応していただい

ているところでございます。初期救急医療の体制と

いたしましては、豊後高田市医師会との契約に基づ

きまして、休日急患の受入対応として、在宅当番医

院制を実施しております。第二次救急医療体制とい

たしましては、初期救急医療施設や救急搬送機関と

の連携により、休日といわず、夜間における重症患

者を受け入れるための体制として、宇佐豊後高田地

域は、共同利用型病院方式による宇佐高田医師会病

院での救急医療体制を確保しております。 

 また、中津、宇佐、豊後高田と福岡県の４市町と

で形成する中津市民病院広域医療圏対策研究協議会

でも、救急医療体制の整備に向けた協議を行い、急

速な少子高齢化の進展、市民の医療に対する意識の

変化など、医療を取り巻く環境変化に対応するため、

良質かつ適切な医療を提供する体制の確立に向けて

検討をしているところでございまして、地域間格差

の是正に向けて今後とも努力をしてまいりたいと思っ

ております。 

 次に、小児科医の確保についてでございます。先

の議会でも申し上げましたが、３０数年余り昼夜を

問わず診療していただいておりました小児科医の方

が閉院いたしました。市内に小児科専門医がない状

態になりました。小さな子どもさんを抱えておる家

庭にとっては、地域の小児科医の果たす役割は大変

大きく、何としてでも市内に小児科専門医師を確保

したいと、医師会長とともに大分大学医学部に、そ

してまた、県へ医師確保についての陳情をしたとこ

ろであります。大分大学医学部につきましては、本

市の実情を察して好意的なお話もいただいておりま

すけれども、しかしながら、皆さんご存じのように、

現在のような医師不足のために派遣の具体的な案ま
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では回答いただいておりません。今後も粘り強く要

望してまいります。 

 それから、新型インフルエンザの予防接種に対す

る補助等についてでございますけれども、いま現在

としては、具体的なものは考えておりませんが、た

だ、いままで一般インフルエンザに対しましても６

５歳以上の方、そしてまた、１歳から中学３年生ま

でにはそれなりの補助制度をやっておりますので、

少なくともそれ以上のことはさせていただくという

ことはお約束しても構わないと思いますし、国も、

私ども聞く範囲においては、いろんな面で対応しよ

うということもあるようでございますんで、それも

注視しながら、できるだけ対応してまいりたい。 

以上でございます。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いします。 

○議長（鴛海政幸君）  教育長河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  中山田議員の学校給食に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 まず、民間業務委託の効果と問題点についてであ

りますが、本市の学校給食センターは、ご承知のよ

うに、本年４月から調理、配送、炊飯部門を民間委

託したところでございます。委託による当センター

の運営効果でありますが、まず、行財政経費の削減

効果につきましては、職員手当では、言うまでもな

く削減効果は出ております。そして、その他の経費

につきましては、年度途中ということもあり確認で

きていないのが現状であります。さらに業務委託に

より、栄養教諭や学校栄養職員も昨年度に比べ、各

学校に対する食育指導実施回数も大幅に増え、各学

級担任と連携した緊密な食育指導がとれるようにな

り、大いに効果が上がっておるところであります。 

 次に、運営上の問題点につきましては、初めての

試みであり、課題は毎日のように生じていますが、

報告連絡、相談体制を徹底して行っており、早期に

解決をし、現在のところ大きな問題は生じていない

ところであります。 

 また、給食残さの実態についてでありますが、昨

年度は２万４，８０２キログラムでありました。本

年度は年度途中でもあり、正確に比較するのは困難

な面もありますが、現時点で９，６２４キログラム

となっておりまして、昨年とほぼ同量であるところ

でございます。 

 また、この残さ量の減少に向けての取り組みにつ

きましては、年間を通して栄養教諭、学校栄養職員

の食育指導を徹底して実施をしておるところでござ

います。 

 次に、食育の観点からの地産地消でありますが、

学校給食における地元食材の使用につきましては、

現在、主食の米を本年４月から地元農協より購入を

しておりますし、ネギ、豆腐、シイタケ、ゴボウ等、

地元で生産される食材を使用しておりますが、さら

に献立の工夫改善を図り、地元食材の利用を拡大し

ていきたいと考えております。 

 そして、そのことにより、子どもたちに地元でと

れた安全で安心な野菜や果物を食べさせ、生産者の

顔が見え、感謝の心を育てることなど多くの食育指

導ができるものと考えております。今後、関係機関

と連携し、先程議員ご指摘の旬の食材の時期、数量

等の情報収集をし、地元の食材を幅広く学校給食に

活かしていきたいと考えておりますので、何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼企画情報課長中嶋

栄治君。 

○市参事兼企画情報課長（中嶋栄治君）  ケーブル

テレビについてお答えをいたします。 

 本市のケーブルネットワーク事業は、放送と通信

の２芯の光ファイバーを家庭内に引き込むＦＴＴＨ

方式による整備を進め、本年８月末現在８，１６０

世帯、８５．７パーセントの加入をいただいており

ます。放送関係につきましては、各種の条件により

テレビの受信状況がよくなかった地域においても、

鮮明な画像で県内放送はもとより、福岡県の民法テ

レビ放送がご覧いただけるようになるとともに、地

上デジタル放送が市内のどこでもご覧いただけるよ

うになりました。市民チャンネルは、市内の催しや

行事、お知らせなどを身近な情報媒体であるテレビ

で伝えることで、これまでの広報に比べタイムリー

で親しみやすい情報の提供が行われております。ま

た、時代劇やアニメ専門チャンネルを基本サービス

の中でご覧いただいており、特に時代劇チャンネル

は高齢者の方々に好評でございます。加えて、セッ

トトップボックスを使用した付加サービスには、６

６０世帯の方々がご加入いただき、映画、スポーツ

などの専門番組をお楽しみいただいております。 

 次に、通信関係につきましては、光電話等ＩＰ通

信への変換による通信経費が低減いたしております。

また、告知端末を使用した公の告知放送のほか、自

治会、老人クラブなど１６７団体のグループ登録が

なされ、各団体での連絡にご利用いただいておりま
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す。高速インターネットにつきましても、他の地域

よりも安い価格で市内のどこでも使用できるように

なったことで、加入者の約３０パーセントが利用い

ただいており、他の地域に比較して非常に高い割合

となっております。 

 また、双方向の通信ネットワークを利用した緊急

通報サービスや安否確認サービスも全市的な取り組

みを進めており、対象者である８０歳以上の独居世

帯や８０歳以上の方で構成する世帯につきましては、

ケーブルネットワークにぜひ加入していただけるよ

うに基本使用料及び加入分担金の免除等の措置を

行っているところでございます。加えて、大分大学

医学部と市内七つの病院や診療所を通信ネットワー

クで結び、ＣＴ画像やレントゲン画像を専門の読影

医が診断し、より適切な診断が受けられるシステム

が運用されております。また、インターネット経由

で農業情報が利用できる農業電子図書館のシステム

や農産物直売所の情報が市民チャンネルで放送でき

るシステムを稼動いたしております。 

 このようにケーブルネットワークの構築は、市内

の中心部と周辺部、また他の都市との情報格差を是

正し、市の一体性を確保するとともに、利便性が高

く、安心して暮らしていけるまちづくりや産業の振

興のための重要なインフラ整備がなされたものと考

えております。 

 次に、ケーブルネットワーク事業における課題と

その対応についてでございますが、光通信の停電時

への対応、放送センターの運営と市民チャンネルの

充実、伝送路等の保全対策等通信障害の対応、デジ

タル放送への対応の課題がございます。光通信につ

きましては、通信機器に電源が必要なため、停電時

には使用することができません。ＵＰＳと呼ばれる

非常用電源装置を使用すると約４０分程度の電源を

確保できますが、その以上の時間へは対応できませ

ん。防災面から、屋外拡声器の電源装置の設置や地

域への通信確保について、現在検討研究をいたして

おるところでございます。 

 放送センターの運営と市民チャンネルの充実につ

きましては、市民チャンネルにおける取材や編集作

業が勤務の状態や、その専門性から行政システムと

なじまないことが多く、今後、民間への業務委託に

よる運営形態について検討してまいります。また、

市民チャンネルの番組内容の充実を図り、できるだ

け多くの市民の皆様にケーブルテレビに出演いただ

けるよう研究してまいります。 

 伝送路等の保全対策と通信障害対応につきまして

は、落雷等による通信機器の故障、幹線やドロップ

ケーブルに対する交通事故やネズミ、クマゼミの被

害による断線等で、サービスが静止することにつき

ましては、保守業者や職員による迅速な障害対応を

心がけておりますが、作業の特殊性から一定の時間

がかかっている現状でございます。保守業者やＮＴ

Ｔ西日本と協議を行う中で、さらなる対応の迅速化

を図ってまいりたいと考えております。 

 デジタル放送への対応につきましては、鮮明でき

れいなデジタル放送をご視聴いただくためには、デ

ジタルテレビの買い替えをお勧めいたしますが、買

い替えが困難な方へのセーフティネットとして、ケー

ブルヘッドエンドにおけるデジアナ変換を視野に入

れ、国の施策の動向を見きわめながら検討いたして

まいります。 

 これまで申し上げましたようなケーブルネットワー

クの課題克服に当たりまして、鋭意努力いたしてま

いりますのでご理解とご協力をいただきますようお

願い申し上げます。 

 次に、産学官連携による大分大学医学部との画像

診断サービスについてお答えいたします。先程のケー

ブルテレビに関するご質問にご答弁申し上げました

ように、遠隔画像診断サービスは、ケーブルネット

ワーク施設整備事業による高速大容量の通信網が整

備されたことで導入することができたものであり、

このシステムは、市内の医療機関を光回線のネット

ワークで結び、それぞれの病院等で撮影したＣＴ画

像やレントゲン画像を専門の読影医が診断すると

いったシステムでございます。これにより、細かな

診断が可能となり、見逃されるような小さな病気の

発見にも充分対応が可能となり、遠くの大学病院へ

出向かなくても変わらない医療診断が受けられるよ

うになっております。 

 現在、この遠隔画像診断に参加されている診療機

関は、千嶋病院、玄々堂高田病院、道野医院、せぐ

ち内科、サンクリニック、くれさき循環器クリニッ

ク、高田中央病院であります。本システムは、平成

２０年度の総務省ＩＣＴ利活用モデル事業を活用し

て導入いたしており、構築事業完了後につきまして

は、豊後高田市医師会と委託管理契約を行い、先に

述べました各々の病院や診療所において、８月末ま

で８３４件の読影診断を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 
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○商工観光課長（佐藤之則君）  まちづくり交付金

に関するご質問にお答えいたします。 

 本市におきましては、このまちづくり交付金は、

桂橋の架け替え、中央公園の整備、昭和の町におけ

る道路、駐車場、店舗修景、空き店舗対策や観光拠

点都市としての昭和の夢町三丁目館の整備、ボンネッ

トバスの活用や、さらには玉津商店街活性化のため

のいろんな整備に支援を受けることになっておりま

して、事業期間は平成１８年度から平成２２年度ま

での５ヶ年間の計画が承認されているところでござ

います。 

 この交付限度額につきましては、原則といたしま

しては、交付対象事業費に対して４０パーセントの

支援を受けることとなっておりますが、本市におき

ましては、平成１９年５月に中心市街地活性化基本

計画の認定を受けておりまして、平成２１年度の制

度改正によりまして、今年度以降の交付対象事業費

に対して４５パーセントの支援を受けられることと

なりました。 

 本年８月に本市の事業におきまして、この制度拡

充の適用が承認されましたが、桂橋の本格的な架け

替えや、中央公園の整備といった事業費の多い主要

な事業を今年度以降に控えている本市にとりまして

は、今回の整備、制度拡充の適用を受けたことによ

り、約６，０００万円ほど多く交付金を受けられる

こととなり、非常にメリットの高いものとなりまし

た。 

 議員ご質問によります政権交代による今後のまち

づくり交付金の動向でございますが、現時点におき

ましては、具体的な情報は入っておりません。ただ

し、市といたしましても、桂橋にしても、中央公園

にしても、平成２２年度末で完成するという計画で

進めてきましたので、万が一にもこれが途中で打ち

切られるとなると、橋は通れないし、公園は利用で

きないということで、大変なことになるところでご

ざいます。今後、国、県にも要望を上げていきます

し、市長会など通じまして、何としても当初計画ど

おり事業が遂行できるよう要望してまいりたいと考

えております。 

 続きまして、玉津商店街の取り組みについてお答

えいたします。玉津地域につきましては、中心市街

地活性化基本計画、都市再生整備計画に基づきまし

て、高齢者が楽しいおまちの創造を目標にまちづく

り交付金などを活用しながら進めているところでご

ざいます。この目標を達成するために、玉津活性化

戦略「市民でつくるＷＥ ＬＯＶＥ 玉津」と題し

まして、遊べる楽しいおまち、食べて楽しいおまち、

集う楽しいおまち、交流する楽しいおまちという長

期的目標を設定し、これらに資する事業を計画いた

しました。 

 まず、遊べる楽しいおまちでは、今年度、空き店

舗を活用し、囲碁、将棋、スマートボールなどがで

きる施設を整備してまいりたいというふうに思って

おります。現在、場所も決まりまして、オープンに

向けて着々と準備を進めている段階でございます。   

 次に、食べて楽しいおまちですが、豊後高田産そ

ばの手打ちそばが食べられるそば処響に続き、その

第二段として空き店舗を活用した地産地消型の手打

ちそば屋の開店に向けて支援を行いたいというふう

に考えているとこです。場所につきましては、最終

的な選定をいま進めている段階でございます。 

 次に、集う楽しいおまちですが、福祉、健康、ご

利益など、人がたくさん集まる楽しいまちづくりと

いたしまして、今年度は、旧大分県信用組合玉津支

店を、元気な高齢者向けのデイサービス及び高齢者

が楽しく過ごせる取り組みができる施設として整備

いたします。運営主体は民間事業者への委託を予定

しておりまして、事業の委託に当たりましては、事

業者を公募により選定いたします。市報８月号で募

集し、今後は事業者の説明を受けまして、事業内容

を審査後決定することとなります。民間事業者が持

つノウハウを活用することで、これまでのデイサー

ビスのイメージにとらわれない創意工夫を凝らした

運営と質の高い事業により、地域の賑わい創出、中

心市街地の活性化、高齢者福祉施策の施策に寄与す

ることを期待しておるとこでございます。 

 次に、交流する楽しいおまちですが、生産者と消

費者が交流できる楽しいまちづくりといたしまして、

今年度は地域農産物などを販売、加工できる交流セ

ンターを整備いたします。現在場所や運営主体等を

選定中でございます。 

 以上、四つの施策を柱に活性化のための取り組み

を進めてまいりますが、まちづくりを進めるために

は、何といっても人材育成が必要不可欠であると考

えております。そういったことから、本年５月に採

択をいただきました地域雇用創造推進事業を活用い

たしまして、デイサービス指導員の育成や地域の農

業振興のための運営のための研修会、こういったも

のを今後３年間にわたって実施してまいります。 

 次に、玉津地域の住民の皆さんとの合意形成でご
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ざいますが、７月２９日に会議所、まちづくり会社、

地元商店街、老人クラブといった関係者で構成いた

しますまちづくり懇話会を開催したところでござい

ます。関係者の皆さんからは、玉津地域のまちづく

り事業と目標について、多くの建設的な意見をいた

だいたところでございますが、議員がおっしゃると

おり、まちづくりの主人公はやはり地域の皆さんで

ございますので、今後につきましても、ご意見をお

聞きする機会を設けてまいりたいというふうに考え

ておるとこでございます。 

 それから、サントリー地域文化賞の受賞でござい

ますけれども、冒頭、市長がもう提案理由説明で申

し上げましたが、この受賞の経緯につきましては、

本年の２月、ＮＨＫ大分放送局様からのご推薦をい

ただきまして、財団の内部での一次審査を経まして、

選考委員が昭和の町にお越しなり、現地調査が行わ

れ、その後、最終選考委員会を経て、５月下旬に内

定をいただいたところでございます。 

 受賞理由につきましては、商業者、商工会議所、

観光まちづくり会社、そして行政、これが巧みに連

携し、昭和の町というユニークな視点で地域の生活

文化の核となってきて中心市街地の衰退を食い止め、

まちづくりを取り組んでいるという点、いわゆる商

業と観光の一体的振興が大きく評価されたところで

ございます。 

 今回の受賞につきましては、商業者、商工会議所、

観光まちづくり株式会社、行政を始め多くの方々の

取り組みが評価されたものでございますので、副賞

につきましては、今後の昭和の町の振興に資する事

業に活用していきたいというふうに考えておるとこ

でございます。 

 それから、ボンネットバスのご質問でございます

けれども、これまでの経過は、実際にこれまでご説

明申し上げましたし、実際に７月１８日のイベント

をもう実施いたしました。その辺については、これ

までもご存じかと思います。その後、土日及び休日

を中心に７月中は昭和の町周遊の運行をいたしまし

た。そして、８月からは、香々地周遊を皮切りに、

真玉周遊、都甲周遊、田染周遊など、９月末までに

市内各地をめぐる五つの周遊コースを運行しておる

とこでございます。８月末まで延べ１５日間運行い

たしまして、合計２，３３８人の方にご乗車いただ

きました。大変好評をいただいておるところでござ

います。１０月以降につきましても、３ヶ月間の予

定を、これまでの乗客の皆さんのご要望等を受けま

して、新しいコースなどを設定を行っているところ

でございます。 

 また、このボンネットバスを核として、いろんな

所に観光宣伝活動を積極的に行っております。今度

の１２日土曜日には、福岡市役所前で開催される大

分県合同の観光フェアにバスを持ち込みまして観光

宣伝を行いたいと思ってますし、１３日には、花い

ろで実施されますそばサミットにバスを運行するこ

ととなっております。 

 今後とも、こういった観光振興の目玉として、周

遊コース、イベントを運行するとともに、市内の幼

稚園、学校等の体験試乗などについても活用を図っ

てまいりたいというふうに考えておるとこでござい

ます。 

 それから、観光動態に関するご質問にお答えいた

します。大変、先程議員おっしゃったとおりで、昨

年度いろんな経済危機もありまして、本市におきま

しても、その影響は大変大きく、昭和の町の観光客

数で見ますと、平成２０年は平成１９年に比べ５万

５，０００人減の３０万７，０００人となっており

ます。市全体では、平成１９年に比べ約７万３，０

００人減の１０５万６，０００人、対前年比で９４

パーセントとなっておりますが、県内の主要な観光

地も軒並み減少しておりますので、減少率から見ま

すと、比較的減少幅が少ない状況であるというふう

に言えると思っております。 

 今年の状況につきましては、１月、２月は大変厳

しい状況で、その減った昨年よりもさらに減少を続

けておりましたが、３月からは徐々に持ち直し始め

まして、現在、６月以降は約１１４パーセントと、

まだまだいまからこの秋口の後半に期待が持てる状

況となっております。こうした状況を踏まえまして、

積極的かつ効果的な観光宣伝に努めて、観光客の増

加を目指していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  ７番中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君）  すみません、ちょっと発

言の機会といいますか、時間がもうなくなりました

んで、それぞれについてお伺いしたいと思ったんで

すけども、先程私が説明しましたように、充分に対

応していただければ、また時間内で答弁できん部分

につきましては、次の機会にまた掘り下げて質問し

てまいりたいと思います。まだ時間ありますけえ、

その桂橋の整備だけについては、ちょっと日程とそ

れだけをよろしくお願いします。 
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○議長（鴛海政幸君）  建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君）  それでは、桂橋の架替

工事についてお答えいたします。 

 桂橋の架替工事につきましては、当初橋の関係で、

平成２０年１１月より着手いたしまして、平成２３

年３月の予定でありましたが、関係機関との協議に

不測の日数を要しまして、工事着手が当初計画より

２ヶ月半遅れの平成２１年の１月中旬となってしま

いました。これで、当初計画では平成２１年６月ま

でに旧橋をすべて撤去する計画でございましたが、

着工の遅れに伴い、すべての撤去工事を行うことは

できなくなった状況であります。このままでは、平

成２２年度末までの橋の完成が難しくなるため、設

計業者や県と工法検討も含めまして、工期短縮が図

れないか協議を重ねた結果、平成２１年１１月から

の工事期間においては、旧橋撤去及び橋台２基、橋

脚２基、護岸工事のすべてを終わらせるためには、

当初計画では、１業者により施工を行う計画であり

ましたが、玉津側と高田側の両岸から２業者での施

工を行い、工期の短縮を図ることといたしました。 

 しかし、２６ヶ月の工事期間中、出水期により１

０ヶ月は工事中止状態となりますので、残された１

６ヶ月の厳しい工程の中で、平成２３年３月の完成

を実現するためには、２０年度に工事を少しでも進

める必要がありまして、どうしても１径間だけです

が旧橋を撤去する必要が生じたところでございます。

このことによりまして、本年度実施分の準備工の短

縮を図ることができました。それで、今後の工事日

程でございますが、２１年度は、安全上の問題から

６月から１０月までは工事ができませんが、現在、

工事の支障となる通信ケーブルの移設及び九電の電

柱移設等を行っており、今後１１月からは、河川内

の盛り土工事を行いまして、残りの旧橋撤去、橋台

２基及び橋脚２基の設置及び護岸工事を行いまして、

工事終了後河川内の盛り土撤去を行い、２２年度に

つきましては、橋台、橋脚ができ上がり次第、上部

工の桁製作工事に入りまして、１１月から河川内の

盛り土工事を行い、河川内から上部工の架設を行い

まして、その後、高欄設置、取付け道の整備、舗装

等の工事を行った後、仮人道橋の撤去、河川内の盛

り土工事撤去を行い、すべての工事が終わります。

工事の完成予定は２３年３月末を予定しているとこ

ろであります。よろしくお願いします。 

○議長（鴛海政幸君）  一般質問を続けます。 

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  日本共産党の大石であり

ます。昨日から９月議会が始まりまして、昨日は市

長が提案している議案の審議が行われました。私、

質疑しましたけども、課題が多くて、その一方で執

行部の答弁が、いまもだらだらだらだら長いために、

再質疑もろくにできないまま終わりまして残念でな

りません。今日は、一般質問でありまして、７本に

絞ります。市民が最も関心の高い問題に絞りました。

よって、市長は、質問の趣旨をよく理解をしていた

だいて、やっぱり市民にわかりやすいことばで簡潔

に答弁をしていただきたいと思うんです。と言いま

すのも、今年の３月議会から、ケーブルテレビでこ

の一般質問の模様が放映されることになりまして、

市政や議会に対して市民の関心が物すごく高まって

おります。これ喜ばしいことであります。その中で、

私どもに意見が上がってくるのは、もう市長の答弁

は何ちゅうことかいと。もうわかりにくいと。課長

は原稿を棒読みでなおわからん。しかも、質問に対

してまともに答えていないじゃないかと。こんなこ

とでどうなるんかいと、議会はそんなことでこらえ

るなということで、もう議会がお叱りを受けており

ます。よって、今日は、私は、鴛海議長を評価いた

します。冒頭、執行部も議会もということで、わか

りやすいことばで質問をして、わかりやすいことば

で答弁をしなさいと注意がありましたけど、その注

意に応えてもらいたいと思います。 

 よって、いまから９項目の質問をいたします。最

初は敬老年金の問題であります。皆さんもご承知の

ように、合併する前は、高田、真玉、香々地という

ように、それぞれ敬老会の運営の方法が違っていま

した。予算も違っていました。記念品を配る、その

品物の金額についてもまちまちでした。しかし、合

併したあと、どういうように運営をするか、記念品

を配るかということで、各代表が集まって合併協議

会の中で、２２人のメンバーで協議していますが、

その記録を調べてみましたら、当分の間は、敬老会

の運営については、従来どおりやっていこうと。真

玉、香々地については、バスで送迎しながら１箇所

でやると。香々地は特に予算を相当つけていました。

それから、旧高田については、自治会主催で市が助

成をしてやろうと、これを続けようと。その一方で、

記念品については、この際、合併と同時に統一をし

ようということで、７０歳に２，０００円、７７歳

３，０００円、８８歳４，０００円相当の品物を贈

るということになりまして、合併後、そういう方法
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で実施をされてきたんです。 

 ところが、今年合併５年目になりまして、合併後

の５回目の敬老会が開かれますが、私ども議員につ

いては何の事前の相談もなしに、あるいは自治会や

老人クラブなど、そういう関係団体との協議機関を

つくって、どういうように改善をしていくのか。い

わゆるお年寄りに応える、市民の声に応えて、改善

策を練り上げたというんじゃなくて、市長の独断で

運営方法を変える。それからお祝い品についても、

７０歳と８８歳を打ち切るという、お年寄りいじめ

の措置がとられました。私、憤りを持っています。 

 よって、三つの質問なんです。何で、合併協議会

であれだけ時間をかけて練り上げた方針が、今度は

そういう協議会もつくらずして、市長の独断でそう

いう変更をやったのか。議長にも相談をしてない。

議会の社会文教委員会にも一言も相談なしに、そう

いうお年寄りいじめをなぜやったのか、明らかにし

てもらいたい。 

 二つ目は、自治会から突き上げを食って、説明会

が途中で流会すると。恐らく、この長年の中で、敬

老会の説明会が流会するというのは、前代未聞のこ

とでありますね。慌てて、市長はまた変心をしまし

て、もとに戻すということになりましたけどね。も

とに戻しても、私どもに声が入るのは、やっぱりや

れないと。１，０００円ではね、やれないんやと。

自治会でやった場合には、自治会の構成員の中で高

齢者世帯が多いんやと。自分たちがお祝いしてもら

うのに、自分たちが負担金を出さないかんという声

があります。このまま継続しようということになる

と、来年度からは、やっぱり１人１，０００円では

なくて、せめて２割か３割ぐらい補助金を増額をし

て、やっぱり１年に１回のお年寄りにとっては楽し

みですから、敬老会を継続してもらいたいと思うん

ですが、補助金を増額する考えがあるかどうか、こ

れが質問です。 

 三つ目の質問は、一方的に市長が今年から打ち切

る７０歳と８８歳のお祝い、これは２，０００円と

４，０００円のお買い物引換券を、去年までは出し

てきたんですが、突然にして出さないと。もう今年

８８歳を迎える人は当てが外れたと、本当に怒って

ますよ。これは、やはり議会にも相談せんままこう

いうことを強行したということはもう大変な問題で

すからね。これ撤回してもらって、今年の分も差し

上げるという措置をとってもらいたいと思いますが、

見解を求めます。 

 次が、市民乗合タクシーについてであります。こ

れは、真玉の乗合バス路線、それから高田の都甲の

線、田染の線と、これに、これまで１，９００万円

の助成金を出していました。交通会社にですね。そ

れでも、とうとう廃止をすることになりまして、そ

れにかわって市民乗合タクシーを運行することにな

りました。 

 当初は３００円でしたが、いまは片道２００円で

すけどね。これが、ボンネットバスを、あれだけ８

００万円かけて、車庫を１，２００万円かけて、そ

して観光客に無料で乗せると、そういう余裕がある

んなら、やはり乗合バスが切られ、もう高齢者の社

会を迎えてなかなかもう運転もできない。足がない

と。だから、いままで乗合バスが通ってない地域に

ついても、乗合市民タクシーが運行できることになっ

て、その利用者にとっては本当にありがたく思って

います。 

 しかし、こちらが無料でできるんならば、何で市

民の足である生活術の根を、病院に通ったり、買い

物に行ったりするその市民乗合タクシーをなぜ無料

にできないかという声が高いですよね。県下調べて

みましても、時間の関係でそう申しませんけれども、

こちらのほうからいったら、国東でも、杵築でも、

宇佐でも、中津でも全部どこまで乗っても１００円

ですね。市長、ご存じでしょうか。これから見ても、

高田が２００円を続けるというのはおかしい。 

 しかも、合併するまでは、香々地については、患

者輸送車、あるいは温泉バスという両方のバスがあ

りまして、すべて無料で運行していました。真玉に

ついても、患者輸送車は無料でした。合併すること

によって、現在、往復４００円取られてるんですよ。

無料から４００円になっているんですよ。ボンネッ

トバスを無料でやるんなら、それこそ市民の足を無

料にすると。どうしてもできないというんなら、そ

れは１００円取ると。そのかわりボンネットバスも

１００円取るという方法をとるべきだと思うんです

けれども、市長どうお考えでしょうか。 

 次は、商店街の対策についてであります。市内に

八つの商店街、この旧高田ですね。真玉、香々地に

ついては、商店街名はよく私存じていませんけれど

も、それぞれが街路灯を持っておるんですけれども、

電気料の問題なんです。実際に商店街の組合員も減

少ぎみですね。その売上も減ってしまったと。しか

し、一晩中点けてるために、街路灯の電気料の負担

が大変なんですよね。この問題は、私は、今年の３
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月の議会でも取り上げたと思うんで、６月じゃない、

３月でね。取り上げたけど、できないという答弁で

したけれども、これは全国調べてみましても、１割

負担から５割負担、大体３割負担が多いですね。やっ

ぱり、それは商店街活動を維持するためにというこ

とで、市が電気料を助成をしてるんですよね。よっ

て、高田も助成すべきじゃないかと。 

 高田では、合併するまでは、それぞれ自治会が管

理しております防犯灯については、１年間かかった

電気料の３割を自治会長が申請すれば出す方法を

とっていました。ところが、合併したら、するまで

は真玉、香々地が全然出してなかったために、旧高

田の分の予算を真玉、香々地に回したために、もら

える額が減りまして、予算の枠内でということになっ

て、電気料の１８パーセントに減らされたんですよ

ね。 

 しかし、今年の分から、来年３月に申請すれば、

２１年度分からは３割復活になりましたね。そうし

ますと、商店街の街路灯についても３割は出すべき

じゃないかと思うんですね。市長の見解を求めます。 

 次が、宮町商店街の電気料の問題なんです。宮町

では、ご承知のように、平成５年と６年で、市の事

業で、市が県から半額助成をいただいて、リフレッ

シュ事業ということで街路灯の工事をしました。私

調査してみますと、その当時、宮町では５年度で２

３基、駅前通りが１０基、銀座街が１３基、そして

地元負担のない海岸通りということで４基、５年度

に５０基を建設しています。 

 本当は、８０基建設する予定だったんですが、設

計単価が上がって５０基しかできなかったから、１

年度事業を２年度事業に変更しまして、平成６年に

宮町で１６基、駅前通りで８基、合計２４基に、合

わせて２年間で７４基の街路灯を設置しています。

工事金額が２，３３１万円です。市が契約してる業

者は、指名競争入札で大興建設が受けていますね。 

 ところが、いま何が問題になっているかと。ある

方から、大石さん、もうあんたの出番じゃと、ここ

で共産党が打って出らんとどうするかという声があ

りましてね。どういうことかと、宮町に市会議員が

２人おるんだけれども、なかなかこれはもう内々で

片づけようということで、なかなか表に出らんのや

と。市にもまだ伝えてないんだと。どういうことで

すかと言ったら、いやあ、市がした工事なのに、も

う１５年９ヶ月にわたって電気料を取られ続けとる

んだと。実際、街路灯はついていないんだと。それ

で私なりに独自で調査してみましたら、何と、当時、

既存の街路灯を撤去して新しいものを作ってるわけ

ですね。ところが、九電では撤去したことになって

ない。だから、新しいものの電気料もいままであっ

たものもそのまま取り続けたと。計算しましたら、

これ九電からのこういう計算になりますよという形

で、１ヶ月これだけ取り過ぎとるいうことで計算し

ましたら、約２６０万円取り過ぎということが明ら

かになったわけですね。 

 しかし、それは廃止願を出していないんだから、

九電には責任ありませんよと。あなた方の責任です

から、わかった時点ではそれは減額しますよと。こ

れまではさかのぼりませんよということになったよ

うですね。そんなばかなことはないかと。大石さん、

市の問題じゃないんかいと。市が請負った市の仕事

やないかと。廃止願をするのは市の仕事やないかと

いうことになったわけですね。そのとおりなんです

よ。市の公共工事は、全部請負った業者が廃止届も

新設届も九電にやってますね。九電で調べましたら、

それぞれみんななってますね。これが通常でしょ。 

 そうすると、私はほんなら議会で取り上げようか

と思ってるんです。政治問題で取り上げてくれと。

で、取り上げることになったんですよ。私は、今月、

３日の日にこの問題をやるということで通告書を出

しました。地元のほうも、商店街長が３日の日に建

設課長のところに資料を持って、約２６０万円の根

拠の資料を持って何とかしてくれという要請をして

ますね。 

 私は、４日の日に、建設課長に、この問題は直ち

に、重大問題でしょ。あってはならない事件なんで

すよね。だから、九電に乗り込んで原因がどこにあ

るのかと。撤去、いわゆる廃止願をしてないという

ことは普通考えられないことでしょ。廃止願をして

るんだけども、九電が受付ミスがあって、台帳から

消すのを忘れたことだってあり得るんだから、もし

市のほうに原因があった時には、これは大変な問題

になるよと。九電側に原因があるんじゃないかと。

急いでやらんと、これ大ごとになるよと。直ちに調

査をして、議会で回答できるようにしようという申

し入れをしておりました。 

 よって、どういうことなのか、市長、これあって

はならないことでしょ。もう、これ、この問題は５

月からわあわあなっておったんですけれども、市長

の耳に入ったのはいつなんでしょうか。市長、こう

いう事件が起こったことをあなたはどう思いますか。
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これは、決して宮町商店街と九電との交渉で解決す

る問題じゃないんです。市の公共工事でやったんで

すから、市と九電との関係で、この問題は早急に片

づけるべきだと思うんですけれども、どうなのか。 

 本来ならば、それは推測で約２６０万ですけど、

実際はそれより安くなるか高くなるかわかりません

よ。実際、調査をしてみて、市でも固定資産税など、

取り過ぎた場合は時効も何もない。その次は見舞金

ということで利息をつけて返したんですから、これ

も時効などということは許せません。そうでしょう。

今のところは、９月８日の日になって、５年分だけ

は何とか返還しましょうということになったんです

が、５年分でこらえられる問題じゃないでしょう。 

 だから、市はこれまでも、固定資産税でも、時効

分しか出さないと言いよったけれども、香々地の固

定資産税の取過ぎ問題でも、わかった範囲まで全部

さかのぼりましたわね。そういう例があるんですか

ら、九電に対しても、最初からすべて利息をつけて

返還させると、その責任は市長とってもらいたいと

思いますがどうでしょうか。 

 次は、火葬場の問題であります。これも長年専売

特許でやってきましたけれども、いまなお、最近、

本当私も涙が出ましたけど、市長のところは、親戚

の人で亡くなった人がないんやろうかち。１回市長

が見てくれと。恐らく日本一のひどい火葬場じゃな

いかとね。市長が見たら黙っておれんはずだと。しゃ

んと大石さんやってくれと。それで、議会で議論聞

いておるけれども市長答弁なってないやん。市長が

本気でやってる姿は見えないよと言われましたしね。 

 もう高田の場合、かまで焼いておったら、周りか

らぼっぼっぼっぼっ煙が出ると。もう高田は大変だ

から、真玉ならえかろうち、真玉まで行ったら、真

玉は骨が半分ぐらいしかなくなったということでね。

もうどこ行っても大変だと。これ、もう全市民挙げ

て、一日も早く新しい火葬場を完成させて使用でき

るようにしてくれというのが声なんですよね。 

 振り返ってみましたら、市長独断で、議会と相談

しないまま決めたのが、一番最初が真玉の現在ある

場所の周辺、２番目があっこ粟嶋様の畑ね。３番目

が、今度は広域農道の小田原、それから３００メー

ターあるこっちが４回目、５回目は、選定委員会で

諮って、千部の現在ある場所から３００メーター山、

と同時に、今度いよいよ決まることになった西真玉

の畜産団地の跡ですね。その２箇所が決まったんで

すよ。 

 ところが、それまで全部、同意を得るところまで

行かないまま、５番目の千部についても説明会がで

きないままあきらめて、西真玉のほうに移ることに

なりました。これは、用地選定委員会で決まったこ

と、それをやるんだから、それは立派だと思うんで

すよ。 

 私は、今日の議会の冒頭に、ほぼ決まりましたと

いう報告ね、皆さん、議員もみんな待ち望んでおっ

たと思うんですけれども、ないので不思議でしよう

がないので、総務課長に聞いたら、「いや、市長はす

る気がないですよ」というからね。改めて質問する

ことにしたんですよね。 

 その前に、私なりに調査しまして、私も、市長が

本気でやってる姿が見えないよと。もっと昭和の町、

昭和の町だけじゃなくて、これだけ市民が願ってる

火葬場に、本気で体ごと突っ込めと、何度も要求し

てきました。それだけに、今回は評価したいと思う

んです。私なりに調査してみましたら、やっぱり今

回の場所については、この短期間の間の市長のこの

意気込みちゅうのは立派なものでした。市長を先頭

に、新しい鴛海副市長、それから新しい、４月から

課長になりました後藤環境課長ね、都甲主幹、やっ

ぱり、それはね、市長を先頭に、本当に本気で短期

間で努力したと思いますよ。 

 同時に、２２人議員がいますけれども、真玉の議

員さんが５人おりますね。これは元高田の議長経験

者もおりますし、立派な方々ですが、やはり市長か

ら要請を受けたら、やっぱり議員はすばらしいと思

うんですよ。それぞれ自分の知り合いがあるから、

その知り合いをつてに政治力やね、いわゆる根回し

なるものをやったんですよ。これは、我々は学ばな

いかん問題と思うんですね。この根回しが効けまし

て、後藤課長なんかやりやすかったんですよね。私

は、今回、真玉の５人の議員の活躍ちゅうのは、大

いに我々学ばないかん問題と思うんですよね。高田

の議員として、高田にできなかった。恥ずかしい限

りであります。その点、私は、そういう中で、つい

にそういう努力が実って建設する予定地の地域、二

つの自治地区があるんですけれども、二つの地区と

もが、いわゆる全員一致で市のそういう要請に協力

をしましょうと。協定書なるものが８月３１日に結

ばれたと聞いてるんですよね。 

 私は、この場で、やっぱりそれだけ全面的に火葬

場の、新しい火葬場をつくる緊急性や必要性を地域

の皆さんがご理解をいただいて、全面的に同意をし
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ていただいたということは、地域の自治会長さんや

副自治会長さんを始め、住民の皆さんに本当に心か

ら感謝を申し上げたいと思うんですよ。 

 同時に、やはり、この市長や鴛海副市長や課長や

主幹の努力はさることながら、その中でも、私は、

いままでの課長と比べてみて、今度の後藤課長の役

割ちゅうのは、私なんか、もう人の見る目は強いで

すよ。もう私なんか、二つの地域にも随分おります

からね。随分私なりに陰ながら協力したつもりです

よ。いろんな相談を受けましたけど、アドバイスし

てきました。よって、後藤課長は、この短期間に２

０回以上、現地、都甲さんもですね、都甲主幹もで

すよ、行ってるんです。この功績は、高く評価して、

やはり私は管理職としての模範だと思うんですよ。

こんだけ十数年間やってきたことがなかなかできな

かって、詰めを仕切れなかった。今度、詰めをした

んですよね。だから、前の環境課長は参事でした。

いまの後藤課長についても、参事にやっぱり昇格し

てもらいたいと思うんです。市長、どうでしょうか。 

 いろいろ、評価、指摘をしましたけれども、質問

としては、これからのことなんですね。いま本当、

私がいま述べたことが本当かどうかちゅうのは、皆

さんわからないね。私はわかっているんだけども。

だから、市長、実際に火葬場の建設はどこまで到達

しとるのかね。進捗状況について、市民に短いこと

ばでいいですから、わかりやすく説明をしていただ

きたいと思います。 

 次が、市長の退職金の問題であります。これも何

度も取り上げてきましたけれども、市長は、一言で

言うなら制度があるから。いままでの市長だっても

らってるじゃないかと。よその市長だってもらっと

るやないか。俺がもらうんが何が悪いんかという開

き直りなんですよね。制度がある。あるいはよその

市長ももらってることは知った上で私は質問してる

んですよ。この不景気の中で、市民は働く場所があ

りません。あっても、給料が下げられてしまう。あ

るいは、ボーナスもまともにもらえない。退職金は、

もう本当わからんと。本当に不安定雇用なんですよ

ね。 

 その時に、無投票で通った市長が、４年に一度任

期のたびに約２，０００万ね、約２，０００万もら

うちゅうのは、市民のこの給料やボーナスや退職金

に比較してみても、４年間２，０００万ちゅうのは

ひど過ぎるんじゃないかと。宇佐の市長も日田の市

長も半分にさらしたんだから、よその市長がやって

永松市長ができないわけないやないかと。大石さん、

もっとしゃんとやんないと、これ、やる、実現でき

るまで毎回やってくれと。そういう要望が高いんで

すよ。市長、その市民の声に、私のこれは要求とい

うよりは市民の要求なんですよね。市長、それに応

える答弁をしていただきたい。もうこれは簡潔でい

いです。だらだらだらだら言うことないですね。 

 次が、桂橋の架替問題なんですけれども、いま中

山田議員から質問がありまして長々答弁がありまし

たけど、これではわかりませんよね。ここに、余り

にも市民の批判が高いために、市報の今度の９月１

日号で、写真入りでこうなるんですよ、ご協力くだ

さいとなってる。何で、今頃出したんかちゅうわけ

ね。しかも、これを見ても、一番肝心な、いま市民

が疑問に思ってることは書いてないんですよね。あ

あ、お金が来るから結構、結構と書いただけでしょ、

これ見たらね。そうじゃないんですよ。本当に公共

工事というのは、必要な工事はやるべきです。やる

べきですよ。やるなじゃない、やるべきなんです。 

 しかし、公共工事は、地域の皆さんの協力なくし

てできないんですよ。だから、通行止めということ

になったら、一番迷惑かけるんだから、どういう工

法をとれば、短期間で通行止めを終わらせるんかと。

ここを練り上げないかんわけでしょ。いま何か、工

事を早めるために云々ちゅうけど、早めることも何

もない、素人考えてんこれ、いいですか。５月１１

日から通行止めにして、いまの玉津側の一区間だけ

落としたんですよ。何日間で落ちたと思いますか。

約１週間で落ちて、仕上げて１０日で終わってる、

工事は、１０日で終わったんですよね、あれはね。

あれは、埋め土も何も要らないんですよ、こちらの

玉津側に重機を置いて、重機で引き上げたわけです

ね。よったら、よって、あとの残りは１１月に土を

埋めて、１２月からまた引き上げるんですよね。そ

うすると、最低、こちらは土を埋めよる間に、いま

の玉津側の一区画を１１月に引き上げさえすれば１

０月まで通行できたんですよ。もう６ヶ月間できた

んですよ。 

 そしたら、５月祭のマラソン大会も、お盆も、全

部使えたんですよ。これ、だれが考えても、工期に

影響ないですよ。そうでしょ。今年の１２月、１月

であれ落とすんですよね。その時に、それ１１月に

１０日間かけて１１月に落としさえすれば、１０月

までは通行できたんじゃないんですか。何で、工期

に関係ありますか。雨季にも関係ないんですよ。１
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１月は土を埋めるだけの仕事でしょ。１２月からは

２社に分けて、１億と約８，０００万、合わせて２

億の工事なんですけれども、これ入札が今月の１７

日ありますが、その中で、こちらを上からやればや

れんことなかった。何にもないですよ。住民に迷惑

かけたくない。短期間でやろうと思うたら、そうい

う方法で工期には関係なかったはずです。市長、そ

ういうふうに理解できませんか。 

 これは、市長の失政なんよ。住民を無視した、住

民の迷惑を顧みない重大な失政と市長思いませんか。

このために、玉津の商店街も中央通りを始め、高田

側の商店街も売り上げが減ってしまって、大きな打

撃を受けていますよ。取り返しがつかないような打

撃ですよ。市民にとっても、もう何回もあっこまで

行って、バックした、回ったとね、ああ、通行止め

かという形で、多くの市民が迷惑をしてきています。

このことに対して、市長は、申し訳ないという気持

ちはないのか、あるのか、あるんなら市民の前に謝

罪をしてもらいたい、が一つ。 

 二つ目が、やはり今のところ、２３年３月末が完

成なんだけども、何とか、１ヶ月でも、１０日でも、

１週間でも早く完成し、通行できるようにできない

のか、が二つ。 

 三つ目は、迂回路が中央通りからぶつかったら、

２１３号線に出る、その海岸線は２車線で広いんで

すけれども、入り口の５、６メーターだけが狭くなっ

て離合できないために、もう朝なんか、２１３号線

が渋滞してるんですけど、あれから入れない。出よ

うとも出られない。その部分の持ち主は菅組のよう

なので、地権者と直ちに交渉して、直ちに改良工事

をやるように要求してきましたが、いまだにできて

いません。どうなったのか。早く解決をしてもらい

たいと思いますが、見解を求めます。 

 次が、最後に、時報の問題なんですが、これ前回

取り上げましたけれども、総務課長がだらだら答弁

をしました。今度、もうだらだらはだめです。一言

言ってください。私どもに対して、もう宣伝カーで

回っておりましたら、大石さん聞いておくれと。７

時になっても、我々はもう仕事行ってもだめなんや

と。６時ちゅうのが何が悪いかちゅうわけね。だか

ら、７時がどげしてんちゅんなら、全市統一という

なら統一でそれはいいわ。じゃけどね、６時を復活

してくれという地域があったとしたら、私なんか、

要望あるのは、羽根だとか、夷だとか、田染だとか、

ありますよ。それは７時は統一するちゅうなら統一

でもいいでしょう、妥協案でね。しかし、６時に復

活させてくれという地域については復活させるべき

でしょう。市が勝手に７時に統一すること、理由は

ないと思うんですよ。復活するのか、しないのか明

らかにしてください。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君）  ２２番大石忠昭君に確認を

とります。あなたの一般質問の順位の中で、２番目

の市民乗合タクシーの２番に市民乗合タクシー運行

路線の拡充についてと、この件についてはカットし

てもいいですか。 

○２２番（大石忠昭君）  取り下げです。 

○議長（鴛海政幸君）  あとで、またあんたがぐず

ぐず言うたら困る。 

○２２番（大石忠昭君）  はい、わかりました。ぐ

ずぐず言いません。取り下げ。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  大石議員の質問の中で、ま

ず火葬場の問題について、私からお答えいたします。 

 人生の終焉の場にふさわしい新しい火葬場建設は、

豊後高田市全市民の願いであり、豊後高田市の最重

点課題であると認識して、多くの方々のご協力によっ

て検討されてまいりました。これまでは建設候補地

の説明会や近隣の火葬場の視察など、繰り返し取り

組んでまいりましたが、ご賛同を得られずに断念し

てきたところでございます。 

 しかし、今回は、建設候補地として調査をしてま

いりました中真玉地区につきまして、周辺地域の皆

さんのご理解を得ることができまして、火葬場建設

に関する覚書を交わすことができました。そういう

ことで、今回の補正で関連予算をお願いするところ

でございます。火葬場建設にご理解いただきました

関係する自治会の皆さんには、ただただ感謝の気持

ちでいっぱいでありまして、市民を代表して御礼を

申し上げたいと思いますし、これは豊後高田市全市

民の気持ちも同じだと思っております。 

 特に、いろいろな問題があったと思いますけれど

も、最後に市のためならと全員の皆さんがご理解を

いただいて賛成を、全員で賛成をしていただいた。

こんなありがたいことはございません。そしてまた、

真玉地区の市議会議員の皆さん、本当にありがとう

ございました。皆さん方のご尽力のおかげで、この

難問題を解決することができたと思っております。

そういう面で、この場をお借りしまして本当に心か

ら御礼を申し上げます。 
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 今後は、建設用地の早期の取得をし、新しい火葬

場が一日でも早く完成するように全力を挙げて取り

組んでまいりたいと、そういうふうに思っていると

ころでございます。 

 次に、退職手当について私からお答えいたします。

私は、退職手当問題は私個人の問題ではないと考え

ております。市町村長がどういう立場でどうあるべ

きかと考えねばならないと、そう思ってるところで

ございます。そして、そういう状況でありますので、

じっくりその状況を見極めたいと考えているところ

でございます。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁さ

せますのでよろしくお願いします。 

○議長（鴛海政幸君）  福祉事務所長安東良介君。 

○福祉事務所長（安東良介君）  敬老会の補助金に

ついてお答えします。 

 敬老会実施事業費補助金につきましては、先の定

例会の中でご答弁申し上げましたように、今年度よ

り、香々地、真玉地域を含め市内全域を対象に補助

金交付方式で実施するものでございます。補助金の

対象についても、制度を見直し、交付基準の統一化

を図りたいと考え、各自治会等に敬老対象者を一堂

に会し、長寿を祝うという敬老の趣旨に沿った敬老

会を実施していただき、その参加された対象者を補

助金の算出基礎として交付したいと考えていたとこ

ろでございます。 

 しかしながら、敬老会を主催する自治委員の皆様

に今回の見直しについてご説明申し上げたところ、

市より事前に充分な説明ができなかったことや補助

金に対する市の考えと自治委員との認識に開きが

あったことなどから、一部の地域の自治会にご理解

いただけない状況になったところであります。 

 ７月下旬の開催で、補助金申請の提出期限も迫っ

ており、今年の敬老会はどうすべきかと早急に検討

を行い、再度自治会の説明会を開いて意見調整を行っ

た結果、全地域で受け入れられる方法として、昨年

どおりの内容で交付することに決定したところでご

ざいます。 

 自治会との調整に要する期間や、先程申しました

ように、補助金の申請時期、さらに敬老会も目前に

迫っている状況の中で緊急に決定したものでありま

すのでご理解をいただきたいと思います。なお、今

後の敬老会補助金につきましては、今年度実施した

結果を踏まえ、自治委員等関係者のご意見を伺う中

で、老人を敬愛し、長寿を祝うという敬老の趣旨に

ふさわしく、より望ましい敬老会のあり方について

協議してまいりたいと考えております。 

 次に、敬老祝い品についてお答えします。敬老祝

い品については、昨年度まで７０歳、７７歳、８８

歳、１００歳をそれぞれ迎えられる方々を対象とし

て実施してきたところでございます。先に公表され

ました平均寿命を見ますと、我が国では女性が８６．

０５歳で世界一、男性が７９．２９歳で世界４位、

男女合わせても世界一の長寿国になり、これからも

平均寿命は伸びるものと思われます。このような超

高齢化社会に向けた新たな施策は必要不可欠になり、

本市では先の定例会の中でもご答弁申し上げました

ように、今年度よりケーブルネットワークを利用し

た安否確認や緊急通報といったサービス事業や火災

警報器の設置助成事業、そしてケーブルテレビ使用

料の免除等、高齢者施策の包括的な見直しに取り組

んでいるところでございます。 

 また、県では、平成１９年度に敬老祝い品の対象

年齢の見直しを行い、昨年度より８８歳、１００歳

のみを祝い品の対象として実施しております。この

ような県の取り組みや県下の状況等を調査、検討し

た結果、本市は７７歳と１００歳の方々を祝い品の

対象にする旨、決定をしたところでございます。し

たがいまして、市が７７歳、県が８８歳、１００歳

を市と県でお祝いするということになりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼企画情報課長中嶋

栄治君。 

○市参事兼企画情報課長（中嶋栄治君）  市民乗合

タクシーについてお答えいたします。 

 市民乗合タクシーは、ご案内のとおり高齢者の通

院や買い物など、車の運転のできない方々の日々の

移動手段を確保することを目的とした新市の新たな

公共交通として運行を行っているものであります。 

 本年第１回定例会でもご答弁を申し上げましたよ

うに、これまでにおきましても、利用者のご意見、

ご要望を踏まえ、運行路線の拡充や料金の引き下げ

等を行ってきたところであります。しかしながら、

この運行に際しましては、市といたしましても大き

な財政負担を伴っての運行の確保に努めているとこ

ろでございますので、現時点での料金の改定は考え

ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 
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○商工観光課長（佐藤之則君）  商店街対策のご質

問に対してお答えいたします。 

 商店街街路灯の電気料に対する助成についてお答

えいたします。これにつきましては、本年の第２回

定例会で市長がお答えいたしましたが、今のところ

は商店街のほうでやっていただきたいというふうに

考えております。市といたしましても、中心市街地

の活性化を図り、商店街にさらなるにぎわいが生ま

れるよう事業を進めておりますのでご理解をお願い

したいというふうに考えております。 

 続きまして、宮町商店街の街路灯の電気料につい

てお答えいたします。宮町商店街の街路灯につきま

しては、平成５年度、平成６年度の２ヶ年事業で市

が事業主体となり実施をしております。ご質問の電

気料の問題につきましては、今月に入りましてから、

地元の商店街の方からもお話をいただいております

し、地元の両議員さんからも商店街の役員ですので、

お話を伺っております。 

 市といたしましても、このお話をいただいた段階

で内部調査を進めておるところでございますけれど

も、現段階では、地元商店街と九州電力とで引き続

き協議中の案件でございます。市といたしましては、

９月８日、宮町の打ち合わせの中にも入らさせてい

ただきましたし、商店街の役員の皆さんといま協議

をさせていただき、地元と協調しながら行政として

できることについて引き続き対処していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  たびたびですが、いつもの

ように大石議員の質疑の項目が非常に多い。そうい

うわけで、執行部発言の時間が見てのとおり絶えず

少なくなっておりますので、答弁は簡潔にお願いを

いたします。 

 建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君）  それでは、桂橋の架け

替えに伴う今後の対応についてお答えいたします。 

 桂橋の架け替えにつきましては、先程、中山田議

員にもご答弁申し上げましたように、当初計画では、

工事期間の２９ヶ月の内１０ヶ月が出水期に当たり、  

実質１９ヶ月の中で工程を組み、実施計画を立てて

まいりました。が、関係機関との協議の遅れなどで、

諸事情により計画が２ヶ月半の遅れが出たため、実

質工程を２６ヶ月の内、出水期の１０ヶ月を除いた

１６ヶ月とする厳しい工程の見直しが必要になり、

当初、平成２１年６月までに旧橋すべてを撤去する

計画でありましたが、全部撤去はできない状況とな

りました。 

 その後、工期の遅れを取り戻すために協議を重ね

る中で、平成２０年度の事業で旧橋の１径間を落と

し、１１月の工事再開の作業を効率よく進めること

と、橋の右岸側と左岸側の工事を２業者で同時に実

施することで、何とか当初の完成予定工期の２３年

３月に間に合う目処が立ったところでございます。 

 そういうことで、私どもとしては安堵してるとこ

ろでございます。今後は、少しでも早く供用開始が

できるように工事発注や施工管理に努めてまいりた

いと思いますので、関係者並びに市民の皆様のご理

解とご協力をいただきたいと思います。 

 それから、次に、恵比須橋から宮町海岸線の出入

り口についてでありますが、この箇所は道路が狭小

で、車両の離合時には不便を来している箇所でもあ

り、常々用地のお願いを行ってまいりましたが、残

地の活用が問題となり、なかなか難しい状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  大石議員に再度、忠告とい

うか、お願いをいたしたいと。質問に対して執行部

課長が一生懸命答弁しておると思うので、静粛にひ

とつ聞いていただきたい。 

 （「議長、いいですか」と呼ぶ者あり） 

 はい。 

○２２番（大石忠昭君）  いいですか。いまあなた

が注意したにもかかわらず、いまの野村課長の答弁

は、中山田議員の質問に対する答弁と同じ原稿でしょ

う。あの部分は全部同じ原稿ですよ。だから、同じ

答弁は要らないと言ってるんですよ。当然のことじゃ

ないですか。それは、議長が注意して止めないかん

問題じゃないですか。同じ原稿じゃないですか。 

○議長（鴛海政幸君）  要らんような時には、課長、

答弁しなさんな。 

○２２番（大石忠昭君）  同じことやない。 

 （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君） はい。８番河野徳久君。 

○８番（河野徳久君）  いま議事進行について話が

ありますけど、これはやはりその議員議員を執行部

は大事に扱って、聞き取り時に対する質問に対して

答えているのであって、たまたま中山田議員が前に

質問した項目と重なったというだけであって、それ

は、執行部の対応は議員を大事にした答弁だと私は

思っております。 
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 こういう議員間の問題については、別の場所で話

すべきだと思います。今後、よろしく取り計らわれ

ることをお願いいたします。 

 （「ちょっと、待って。それだめ。議長、もう一回、  

 そんなこと言うんなら、全然理解してない」と呼 

 ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  貴重なアドバイスありがと

うございました。 

 （「議長、もう一回、議事進行についてね。時計止 

 めとってくださいよ。時計止めなおかしいじゃな 

 いの」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君） ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  議事進行について、いま

の意見は全く筋違いの意見と思いますね。 

 （「時計を止めて」と呼ぶ者あり） 

いいですか。今日の冒頭で、議長から、わざわざ執

行部と議員に対する注意があったでしょう。簡潔に

ね、答弁というのは市民に対する答弁なんだという

ことでしょ。 

 だから、私は、状況説明じゃないで、わざわざ質

問の部分をほんの短く質問してしかないですよ。 

そのことわかってるというけどやってるでしょうが。

だからね、だから、それを同じ答弁するからね、そ

んなの要らんよと、そんなの聞いたって要らないよ

と。私の質問に対して答えなさいと。私の質問に答

えてないです。私の質問は何ち言ったかったらね、

これだけの５月からの通行止めによって、市民が多

大な迷惑をかけてることに対して市長はどう反省し

てるんかちゅうのが一番の質問なんです。これに答

えてないじゃないですか。それが聞き取り時のこと

じゃ。そげ言うんなら。 

○議長（鴛海政幸君）  声大きくせんでも聞こえま

すよ。 

○２２番（大石忠昭君）  答えさせてないじゃない

かえちゅ言ってる。要らんでことの答弁じゃないで

すか。 

○議長（鴛海政幸君）  いま８番議員、２２番議員

の議事進行の意見がございましたが、それはお互い

の考えの相違であって、私は、８番議員の発言につ

いて、意見については協賛をするところがあろうと

思います。 

 続いて、質疑に入ります。 

 （「質疑じゃない、答弁よ」と呼ぶ者あり） 

 あっ、答弁か。 

 総務課長桒原茂彦君。 

○総務課長（桒原茂彦君）  大石議員の時報のサイ

レンの変更についてお答えをいたします。 

 時報につきましては、先の６月定例会においてご

答弁いたしましたが、これまでは市内全域的に時報

を流すシステムがありませんでしたが、ケーブルネッ

トワークが市内全域に整備され、市内全域的なシス

テムの運用が可能となりましたので、新市のどこに

行っても同じ時間で時報が放送されているという一

体性を図るため、時報の放送時間を旧真玉町の全域

及び旧豊後高田市のほとんどの地区で採用されてお

りました午前７時、正午、午後５時に統一し、耳に

優しいメロディーによる一斉放送といたしたところ

でございます。 

 なお、時間の見直しについてでございますが、市

内全域にわたり一斉に効率的な放送を行うとともに、

市内ではどこでも同じ時間で時報が流れるという一

体性を図るため統一を行っておりますので、現行ど

おりで運用してまいりたいと考えておりますので、

市民の皆様方には何とぞご理解をいただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  今日の、いまの執行部の

答弁は、議長が冒頭注意があったにもかかわらず、

私からも要求されたにもかかわらず、やっぱり答弁

が不充分だと思いますよ。よって、改めて冒頭に申

し上げたいのは、当時、いまから十数年前、井ノ口

さんが市議会議長のときには、私が議会運営委員長

したことがあるんですけど、日本一の議会を目指そ

うと、もっと市民にとってわかりやすくやろうとい

うことで、議会に資料を配ることや一問一答方式や、

あるいは議会だよりをつくることとか、１３項目決

めまして議会で議決したんですよ。ところが、その

あと、永松市長にかわったら、どんどんどんどん変

わって議会の権限がだんだんだんだん形骸化されて

しまいまして残念ですけれども、今度、私は鴛海議

長にかわりましたので、ぜひ、議長が権威を持って、

もっと市民から見て、「おう、議会は変わったのう」

と、「わかりやすい、市民に役立つ議会になったなあ」

というぐらい活性化のため、努力をしてもらいたい

ということをまず申し添えておきます。 

 次に、行きますよ。まず、時間がないんですけれ

ども、敬老会の祝い金、敬老会の問題でも祝い金の

問題でも、何とか、議論する協議会を作ってやらな

かったことが問題、市長の独断が問題だということ
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を指摘してるんですよ。市長、そう思いませんか。

これまで、合併協議会で決めたことを市長独断で決

めたというのが問題でしょ。その独断で決めたのは、

いつなんですか。６月議会の前なんですよね。議長

の意見も聞いてない、議会の社会文教委員会の意見

も聞かぬ、独断でしょ。その独断専行を問題にして

る。それに対して反省がないのか。 

 それから、祝い金も打ち切ったんですけど、私県

下調べました。全部、時間ないけ述べませんけどね、

この近く見ましても、まず高田は７７歳３，０００

円ですが、宇佐市では８８歳１万円、９５歳１万５，

０００円、１００歳以上３万円、中津は８５歳以上、

全員に１万円、国東は８８歳３万円、９９歳５万円、

杵築は８０、８５歳は１万２，０００円、９０、９

５、１００歳以上は２万４，０００円、それに一時

金として８８歳には３万円、１００歳には１０万円

と。あるいは別府についても、７０、７５、８０、

９０と１万円ずつ、敬老会の日に差し上げてますよ。 

 何であって、合併協議会で決まったものを市長が

勝手に打ち切ったんか。問題でしょう。復活すべき

だと思いますがどうなのか。 

 次が、タクシーの問題なんですけれども、いま企

画課長から財政的に云々とありましたけど、私の調

査によりますと、いままでバス会社に払った補助金

が約１，９００万円ですよ。この１，９００万円は

バス会社に払わなくて済んだんですね。真玉の線と

都甲の線と田染の線で。ところが、いまタクシーに

変わりまして、タクシー業者に払ったのは、わずか

１，２６８万円で済んでるんです。１，９００万円

払わなくて済んでいるんですよ。しかし、市民から

は５５０万円、２００円ずつ集めてるわけですね。

でしょ。本当、ただにしたってやれるような財政状

況なんですよ。 

 よって、よそが１００円で全部やってます、この

周りは全部１００円です。高田だけ２００円ておか

しいと思いませんか。観光客を乗せるボンネットバ

スをただにして、こちらは２００円取るちゅうのは

おかしいでしょ。逆さまじゃないですか、市長。市

長の見解求めます。最低無料にしよとは言いません。

ボンネットバスも１００円取る。市民乗合タクシー

も１００円にする。それができないのかどうなのか

ね。 

 次が、商店街の宮町の問題ね、佐藤課長がいいか

げんな答弁してますけどね。私は市長に聞きたいん

です。これは、私が指摘してるように、商店街と九

電との問題ではないでしょう。原因を作ったのは市

でしょう。市の公共工事で実施した工事なんですよ

ね。地元からは寄付金も集めたんですよ。それで、

そこが原因なんでしょう。もし、市のほうが停止願

を出すとしたら、市が全面的に責任があるんです。

停止願を出したんだけれども、九電が受け付けてな

いのは九電に１００パーセント責任がありますね。

これ、何で商店街に責任がありますか。 

 あなたは、両議員からも商店街からもお聞きしま

したてだけで、あなたのところに来たんですか。両

議員がいつ来ました、あなたのところに。この問題

を知ったのはいつですか。あなたは、いつ市長にこ

のことを伝えましたか。私の調査によると来てない

じゃないですか。あなたのところに来たですか。あ

なたのほうが議員のところに行ったんじゃないです

か。私が問題にすることになって。逆さまじゃない

んですか。 

 問題はね、いいかげんな答弁しなさんなよ。あっ

てはならないことが起こってるんですよ。これだけ、

昭和の町、昭和の町と言いながら、実際に地元の商

店街の売り上げが伸んでないんですよ。もう営業が

大変なんですよ。そのときに、余分に、電気は全く

使ってないんでしょう。街路灯がないんですよ。な

いものを九電から取られとって、あんた方はこれは

大変な問題だと思わんですか。市長、大変と思いま

せんか。 

（「質問続けたほうがいいよ」と呼ぶ者あり） 

質問してるんですよ。市長に質問してるんですよ。

大変と思ったらね、市長はどういう命令したんです

か、この問題で。直ちに、利息をつけて解決する用

意があるのかどうか。だれが責任者で、これ片付け

るんですか。 

 あなた方は、地元から呼ばれて、８日の２時から

の会合に行ったんですか。何で、市役所が来たんか

と言ってましたよ。主催者から、商店街長から呼ば

れたんですか。あなたも、建設課長も、一言も九電

には物を言い切らんじゃったそうじゃないですか。

あなたたちの市の責任と思ってないんじゃなんじゃ

ないですか、この問題は。この問題、市長、どうい

う責任をとるのか明らかにしてください。 

 それから、火葬場についてね、早期完成と言われ

ましたけれども、目処として、工程表を配っており

ますけれども、実際に順調に行ったら、いつ着工で

きるのか。建設工事はいつできるのか。完成はいつ

なのか、明らかにしてください。私は、１ヶ月でも、
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１週間でも、１日でも早くやってもらいたいと思う

んですが、その市長のその見解を求めます。 

 それから退職金についても、まだ人事みたいなこ

とを言ってますよ。あなたの問題じゃないんですか。

市長会とか、市町村長会の問題じゃないですよ。あ

なた自身がどう思いますか、私の質問に。これだけ

市民が大変な生活してる時に、４年間で２，０００

万ということは問題と思いませんか。日田の市長や

宇佐の市長は問題と思ったから、議会に提案したら、

満場一致で議決して半額になったんですよね。そう

思いませんか。 

 それから、桂橋の問題も、これだけ市民に迷惑か

けながら、市長は何も答弁がないんですよ。いよい

よ、ワンマンということになりませんか。市民に対

して申し訳ない気持ちはないのか。本来ならば、商

店街に補償すべきな問題じゃないですか。私の指摘

してるように、あれを５月に落とさなくても、今年

の１１月に玉津の１区間を落とす工事をやったから

といって、工期には全く影響ないでしょ。全く影響

ないですよ。私の言うことが間違いですか。何か落

としてないと補助金がもらえんちゅ、これもうそで

しょ。これもうそだということを明らかにしてくだ

さい。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  市長以下、もう時間もない

ので、端的に。長いこと言わんでいい、端的に。一

言だけでいいから答弁していただきたい。 

 市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私のほうからご

回答申し上げます。 

 まず、火葬場の問題ですれども、火葬場の問題は、

用地交渉ができればということで、ここに皆さん方

スケジュールはお配りしてるはずです。だから、用

地交渉をどういうふうにしてするかということでい

まやってるという状況です。あとは、そういうこと

であります。よろしいでしょうか。 

（「時期を言ってください」と呼ぶ者あり） 

時期はわかりませんと。これはもう 

（「いや、１０月までにできればいいんですが」と

呼ぶ者あり） 

もう鋭意、いま努力してるところですから、そこ

辺のもので、もう用地交渉をやってるところですか

ら、そこ辺のものです。 

 それから、次に桂橋の話であります。端的に申し

上げますと、設計者その他に聞いていただければ、

現実の問題として、これは橋の関係者はおわかりに

なると思いますけれども、この御玉橋がどれくらい

かかったかというと、平成８年から平成１１年まで

かかってるんです。そこは調べてみたら、大石議員

さんすぐわかりますので、ぜひ調べてみてください。

その中で、２年９ヶ月ということでやろうとしたん

だけれども、いろんな交渉ができなくって、そして

２ヶ月半、約３ヶ月延びたんです。そうすると、２

年６ヶ月になって、その中で５ヶ月はできませんの

で、１０ヶ月で１６ヶ月でしなきゃならん。そこの

辺のものの中で、設計者と議論をしながら、 

 （発言する者あり） 

いや、それをほんなら聞いてください。それと同時

に、もう一つは 

 （「１１月にやったらよかったんじゃないかと言っ

てるんです」と呼ぶ者あり） 

それができなかったと言ってるんですよ。できなくっ

て。 

 （発言する者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  静粛に。答弁は静粛に聞い

てください。 

○市長（永松博文君）  １１月、交渉してできなくっ

て、１月の末になったということです。 

 それから、これが桂橋ですし、それから敬老会の

費用とか、それから敬老祝い品の話ですけれども、

どこに力を入れるかということであります。７０歳、

私がちょうど７０歳です。その７０歳の私にお祝い

をするか、それとも８５歳の人たちに、独居老人の

人たちにケーブルテレビを引いてあげたり、そうし

たり、そういうふうな安全、見守りをするか、そう

いうようなことでありまして、だから、そういうふ

うなところに、見守り、それから緊急通報、そして

電話も引いて上げる。そういうことでやることのほ

うが大事だということでそうさせていただいた。 

 それから、乗合タクシーの話ですけど、これは県

下でも非常に褒められてる話であります。各バスが

通ってたのは３路線だったのを、各真玉も香々地も、

ちゃんと２００円で乗れるようになったと。だから

１００円とか、そういうところちゅうのは、ほんな

ら、よそは全部うちのようにたくさん行ってないで

すよ。それは、大石議員が一番よく知ってるはずで。    

 （発言する者あり） 

だから、そういうようなもんの中で、要望して、要

望したところについては路線はできるだけやってる

という状況であります。 
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 そういうことで、私の思いついた話になりました

けれども、私からのトータルとしての答弁にしたい

と思います。 

 以上でございます。 

 （発言する者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  これにて一般質問を終結い

たします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日から９月１７日まで休会し、各委員会におい

て付託案件の審査をお願いいたします。 

 次の本会議は、９月１８日午前１０時に再開し、

各委員長の報告を求め、質疑、討論、採決を行いま

す。 

 なお、討論の通告は、９月１６日午後５時までに

提出願います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

     午後 ３時０４分 散会 
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